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広報

祝！ 町制施行 60 周年
５月 17 日、鞍手中学校体育館で町制施行 60 周年記念式典・記
念講演会が行われました。講演会の講師は林修さん（東進ハイス
クール 東進衛星予備校 現代文講師）とあって、町内外から多くの
人が集まりました。ホワイトボードを使いながらの講演はとてもわ
かりやすく、終始笑いの絶えない講演会となりました。
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鞍
手
町
町
制
施
行
60
周
年
を
祝
う

記
念
式
典
が
、
５
月
17
日
（
日
）
鞍

手
中
学
校
体
育
館
で
開
催
さ
れ
、
町

内
各
種
団
体
の
代
表
者
な
ど
約
三
百

人
が
出
席
さ
れ
ま
し
た
。

【
德
島
町
長
あ
い
さ
つ
】

　

鞍
手
町
は
、
昭
和
30
年
１
月
１
日

に
町
制
を
施
行
し
て
60
年
と
い
う
記

念
す
べ
き
年
を
迎
え
ま
し
た
。
人
に

例
え
ま
す
と
「
還
暦
」
を
迎
え
干
支

が
一
巡
し
、
新
た
な
歩
み
が
始
ま
る

年
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
振
り
返
り
ま

す
と
、
時
代
の
一
コ
マ
一
コ
マ
が
今

日
の
鞍
手
町
を
創
り
あ
げ
て
き
た
も

の
と
改
め
て
実
感
い
た
し
ま
す
。
町

の
発
展
の
礎
を
築
い
て
こ
ら
れ
た
先

人
の
ご
努
力
に
深
く
敬
意
を
表
し
ま

す
と
と
も
に
、
そ
の
功
績
を
称
え
、

新
た
な
未
来
へ
と
進
ん
で
い
く
所
存

で
あ
り
ま
す
。

　

顧
み
ま
す
と
、
昭
和
30
年
の
町
制

施
行
当
時
の
本
町
は
、
人
口
３
万
人

を
超
え
、
町
内
に
勢
い
と
活
況
を
感

じ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
戦
後
70
年
を
迎
え
、
日
本

は
世
界
に
類
を
見
な
い
高
齢
社
会
の

進
展
と
と
も
に
人
口
減
少
と
い
う
大

き
な
課
題
を
抱
え
て
お
り
ま
す
。
こ

の
こ
と
は
本
町
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
り
ま
す
。

　

私
は
、
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
社
会

情
勢
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
こ

れ
ま
で
も
子
育
て
支
援
や
若
者
の
定

住
対
策
、
高
齢
者
福
祉
の
充
実
な
ど
、

温
も
り
と
魅
力
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く

り
を
目
指
し
積
極
的
に
政
策
展
開
を

図
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

町
制
施
行
60
周
年
を
迎
え
、
将
来

の
鞍
手
町
に
思
い
を
馳は

せ
、
町
民
の

皆
様
と
共
に
知
恵
と
力
を
出
し
合
い
、

鞍
手
町
を
「
魅
力
あ
る
住
み
た
い
町
」

「
老
若
男
女
す
べ
て
の
人
が
笑
顔
で
暮

ら
せ
る
町
」
に
し
て
い
く
こ
と
を
目

標
に
、
未
来
に
繋
が
る
ま
ち
づ
く
り

に
邁
進
し
、
次
世
代
の
子
ど
も
た
ち

へ
と
鞍
手
町
を
継
承
す
る
た
め
、
全

力
で
町
政
運
営
に
望
む
決
意
を
新
た

に
い
た
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

【
表
彰
】

　

式
典
で
は
鞍
手
町
表
彰
及
び
町
制

施
行
60
周
年
記
念
表
彰
が
行
わ
れ
、

39
の
個
人
や
団
体
が
各
部
門
ご
と
に

表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

◆
鞍
手
町
表
彰　

鞍
手
町
青
少
年
育

成
町
民
会
議
、
相
葉
富
雄
、
宇
田
川

亮
、
遠
藤
典
男
、
岡
㟢
邦
博
、
梶
栗

文
一
、
武
谷
保
正
、
星
正
彦
、
有
松
弘

美
、
田
方
岳
真
、
吉
田
廣
文

◆
町
制
施
行
60
周
年
記
念
表
彰　
　

末
永
清
、
藤
井
睦
彦
、
山
本
喜
久
男
、

小
西
重
信
、
篠
原
敏
夫
、
内
藤
憲
雄
、

長
谷
川
正
人
、
原
口
彌
生
、
毛
利
芳

太
郎
、
鞍
手
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡

協
議
会
、
倉
田
一
平
、
鞍
手
町
商
工
会

青
年
部
、
井
手
川
泰
子
、
浦
部
鈴
子
、

大
庭
史
孝
、
久
保
智
則
、
西
藤
敏
彦
、

①②⑥

⑦

③

④



鞍
手
町
は
、
こ
れ
か
ら
も
町
民
の
皆
さ

ん
と
一
緒
に
、
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の

た
め
に
邁
進
し
て
い
き
ま
す
。
60
周
年

を
一
緒
に
祝
っ
て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
、

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

鞍
手
町
長
　
德
島  

眞
次
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【
写
真
】

①
②
主
催
者
を
代
表
し
、
あ
い
さ

つ
す
る
德
島
眞
次
町
長
と
星
正
彦

町
議
会
議
長
　
③
記
念
式
典
で
祝

辞
を
述
べ
る
麻
生
太
郎
副
総
理
・

財
務
大
臣
兼
内
閣
府
特
命
担
当
大

臣
　
④
⑤
鞍
手
町
表
彰
及
び
町
制

施
行
60
周
年
記
念
表
彰
を
受
彰
さ

れ
た
み
な
さ
ん
　
⑥
記
念
講
演
会

の
整
理
券
を
求
め
て
中
央
公
民
館

前
に
多
く
の
人
が
列
を
作
っ
た
　

⑦
記
念
式
典
・
講
演
会
の
会
場
と

な
っ
た
鞍
手
中
学
校
体
育
館
。
来

場
者
は
お
よ
そ
千
人
に
も
及
ん
だ

⑧
⑨
⑩
記
念
講
演
会
の
講
師
を
務

め
た
林
修
さ
ん
（
東
進
ハ
イ
ス
ク
ー

ル 

東
進
衛
星
予
備
校 

現
代
文
講

師
）。
手
渡
さ
れ
た
花
束
に
「
今
年

一
番
」
と
喜
ば
れ
て
い
た

60周年

櫻
井
輝
代
、
谷
田
潤
一
、
原
惠
子
、
毛

利
耕
平
、
與
古
光
靖
、
大
隅
直
方
、

垰
岡
昌
秀
、
宮
崎
實
男
、
鞍
手
町
地

域
開
発
協
力
会
、
鞍
手
町
老
人
ク
ラ

ブ
連
合
会
、
有
田
勝
美

　
（
順
不
同
・
敬
称
省
略
）

【
記
念
講
演
会
】

　

式
典
終
了
後
に
は
林
修
さ
ん
（
東

進
ハ
イ
ス
ク
ー
ル 

東
進
衛
星
予
備
校 

現
代
文
講
師
）
を
講
師
に
迎
え
て
「
や

り
た
い
事
」
と
「
で
き
る
事
」
を
テ
ー

マ
に
記
念
講
演
会
を
開
催
。
会
場
と

な
っ
た
鞍
手
中
学
校
体
育
館
は
、
町
内

外
か
ら
集
ま
っ
た
お
よ
そ
千
人
に
も
及

ぶ
来
場
者
で
埋
め
尽
く
さ
れ
ま
し
た
。

　

講
演
の
中
で
は
、
予
備
校
講
師
を

や
り
た
か
っ
た
か
ら
や
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
自
ら
の
身
の
上
を
例

に
あ
げ
な
が
ら
、
ど
こ
に
い
っ
て
も
イ

ス
の
足
り
な
い
イ
ス
取
り
ゲ
ー
ム
を
さ

せ
ら
れ
る
現
代
社
会
で
は
、
時
に
「
や

り
た
く
は
な
い
」
が
「
で
き
る
」
事
で

イ
ス
を
確
保
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る

と
熱
弁
を
振
る
わ
れ
ま
し
た
。

⑤

⑧⑩ ⑨

町制施行
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防
災

情報は命綱 !!

災害から身を守る
　もうすぐ、梅雨のシーズン。日本列島にたくさんの雨を
もたらす自然の営みですが、良いことばかりではありませ
ん。台風やゲリラ豪雨などで、猛烈な風と大量の雨により、
甚大な被害をもたらす厄介者でもあります。
　海、川、山などいつもは私たちを快く受け入れてくれる
大自然も、大雨や台風のときには、一転して私たちの命を
脅かす凶暴な一面をのぞかせます。荒れた天候のときには
なるべく外出を控え、テレビやラジオ、インターネットで
最新の気象情報を知り、自然災害に備えましょう。

大
雨
や
台
風
な
ど
の
自
然

災
害
に
は
、
日
ご
ろ
か
ら
準

備
を
し
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
す
。
最
近
は
気
象
予
報
の

精
度
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と

に
加
え
て
、
テ
レ
ビ
や
携
帯

電
話
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な

ど
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
簡
単

に
情
報
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ど
の
程
度
の
雨
が
降

る
か
、
台
風
な
ど
が
い
つ
、

ど
れ
く
ら
い
の
規
模
の
も
の

な
の
か
な
ど
、
前
も
っ
て
把

握
で
き
る
情
報
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
の
情
報
を
も
と
に
、

雨
・
風
が
強
く
な
る
前
に
屋

根
や
窓
の
補
強
を
し
た
り
、

風
で
飛
ば
さ
れ
そ
う
な
も
の

を
固
定
し
た
り
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

毎
年
、
豪
雨
の
中
で
避
難

途
中
に
流
さ
れ
た
り
、
屋
根

の
補
強
中
に
誤
っ
て
転
落
し

た
り
し
て
命
を
落
と
し
た
と

い
う
報
道
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

非
常
時
に
な
っ
て
慌
て
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
に
も
、
日

ご
ろ
か
ら
自
然
災
害
へ
の
備

え
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

準
備
は
で
き
て
い
ま
す
か
？

備える

備えあれば憂いなし

▶飲料水　水道が止まった
ときのために備えましょう。
ペットボトル入りのものが
持ち運びにも便利です。

▶救急薬品　ばんそうこうや
消毒液などちょっとしたケガ
のために。常備薬がある場合
は一緒に用意しておきましょう。

▶非常食　調理せずに食べ
られるものを。消費期限が
あるので定期的な交換も必
要です。

▶携帯ラジオ　停電時の情報
収集に必要です。ＡＭとＦＭ
の両方を聞けるものが便利。
予備の電池も忘れずに。

▶ヘルメット（防災ずきん）
落下物や飛来物、転倒事故
から頭を守ります。

▶その他　現金やライター、
身分証明書のコピー、軍手、
衣類があると便利です。避難
時にも役立ちます。

▶懐中電灯　停電時や夜間
の避難時に必要。予備の電
池も忘れずに。

これだけは
そろえておきたい

防災グッズ
水道や電気などのライフラ
インが止まったり、避難が
必要になったときのために、
最低限のものは準備してお
きましょう。
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避
難
所
を

ご
存
じ
で
す
か
？

確災
害
時
に
備
え
、
鞍
手
町

で
は
公
共
施
設
や
町
立
の
学

校
を
避
難
所
に
指
定
し
て
い

ま
す
。
自
分
が
住
ん
で
い
る

地
域
の
避
難
所
を
確
か
め
て
、

非
常
時
に
は
速
や
か
に
避
難

で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
避
難
の
と
き
は
、
近

所
の
高
齢
者
や
体
が
不
自
由

な
人
な
ど
に
も
声
を
か
け
、

地
域
で
助
け
合
う
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

町
内
の
避
難
所
は
次
の
と

お
り
で
す
。
一
度
、
自
宅
近

く
の
避
難
所
を
確
認
し
て
み

て
は
ど
う
で
す
か
。

かめる

町内にある11か所の避難所

防
災
行
政
用
無
線

防
災
メ
ー
ル
・
ま
も
る
く
ん

情報を得る

古月地区

 ❶ 豊翔館

 ❷ 古月小学校

剣地区

❸ 剣北小学校

❹ 鞍手町中央公民館

❺ 鞍手町立体育館

❻ 鞍手町立武道館

❼ 剣南小学校

西川地区

❽ 新延小学校

❾ 鞍手町総合福祉センター

� 西川小学校

� 室木小学校

●

❶ ❷

❸ ❹❺❻
❼❽

❾

�

�

鞍手町役場
↙

◉災害時は、いつも通っている道が通れないことも
あります。もしものときに慌てなくていいよう、
避難所までの別の道も確認しておきましょう。

気象情報、防災・安全情報のほか、徘徊・行方不明者情報を入手することができます。
▶防災メール・まもるくんの詳しい情報
　ホームページ　http://www.bousai.pref.fukuoka.jp
▶防災メール・まもるくんへの登録
　携　帯　　　　http://www.bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp
● 問い合わせ　福岡県総務部防災危機管理局防災企画課防災情報係
　☎（０９２）６４３局３１１４番まで

避難勧告：人的被害の発生する危険性が高まった状況の際に発令され、住民に対し、避難所等への避難を求めるものです。
避難指示：人的被害の発生する危険性が非常に高まった状況の際に発令され、住民に対し、避難所等への避難を強く求めるものです。

防災や気象についての情報を得る

防
災
行
政
用
無
線

　

町
で
は
、
町
民
の
生
命
や

安
全
を
守
る
た
め
に
必
要
な

緊
急
情
報
を
迅
速
に
伝
達
で

き
る
「
防
災
行
政
用
無
線
」

を
町
内
22
か
所
に
設
置
し
て

い
ま
す
。
こ
の
無
線
で
は
、

防
災
情
報
な
ど
を
放
送
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
毎
日
午
後
５
時
に

試
験
放
送
を
兼
ね
た
メ
ロ

デ
ィ
で
の
時
報
を
放
送
し
て

い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
総
務

課
庶
務
管
財
係
☎
４
２
局

２
１
１
１
番
ま
で

防
災
メ
ー
ル

ま
も
る
く
ん

　

防
災
メ
ー
ル
で
は
、
福
岡

県
が
県
内
の
防
災
や
気
象
に

関
す
る
情
報
な
ど
を
登
録
者

に
メ
ー
ル
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
登
録
は
無
料
で
す
。

▽
気
象
情
報

　

県
内
の
気
象
に
関
す
る
注

意
報
や
警
報
、
台
風
情
報
、

地
震
情
報
な
ど
を
受
信
で
き

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
情
報
に

受
信
レ
ベ
ル
を
設
定
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
警
報

以
上
で
受
信
す
る
こ
と
や
震

度
４
以
上
の
地
震
が
発
生
し

た
場
合
に
受
信
す
る
な
ど
、

細
か
く
設
定
で
き
ま
す
。

▽
防
災
・
安
全
情
報

　

県
や
市
町
村
が
把
握
し
て

い
る
情
報
を
受
信
で
き
ま
す
。

河
川
の
は
ん
濫
や
土
砂
災
害

の
恐
れ
な
ど
、
災
害
予
防
に

役
立
つ
情
報
や
避
難
勧
告
・

避
難
指
示
の
情
報
も
配
信
さ

れ
ま
す
。

▽
徘
徊
・
行
方
不
明
者
情
報

　

認
知
症
に
よ
る
徘
徊
等
で

行
方
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た

高
齢
者
の
早
期
発
見
・
早
期

保
護
を
図
る
た
め
、「
徘
徊
・

行
方
不
明
者
情
報
」
の
配
信

も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
認
知
症
の
高
齢
者
等
が

徘
徊
で
行
方
不
明
と
な
っ
た

と
き
に
、
メ
ー
ル
配
信
を
し

た
場
合
、メ
ー
ル
を
受
け
取
っ

た
人
が
捜
査
に
協
力
す
る
こ

と
で
、
行
方
不
明
者
の
早
期

発
見
・
早
期
保
護
に
つ
な
が

り
ま
す
。

「防災メール・まもるくん」への
アクセスにご利用ください。

注



２つの給付金

＜対象者イメージ＞ 対象者
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臨時福祉
給 付 金

子育て世帯
臨時特例給付金

平成 26 年４月に行われた消費税率の引

上げによる、所得の低い人への影響を減
らすために給付します。

消費税率の引上げによる、子育て世帯へ

の影響を減らし、子育て世帯の消費を下

支えするために給付します。

対象者

住民税が課税されていない人

１人につき
6,000 円支給 ※

※２つの給付金のどちらの要件にも該当する場合は、「臨時福祉給付金」と「子育て
　世帯臨時特例給付金」の両方を受け取ることができます。

対象児童１人につき
3,000円支給

ただし、課税されている人に扶養さ
れている場合や生活保護の受給者で
ある場合などは対象となりません

だたし、特例給付（児童手当の所得
制限額以上の人に支給しているもの）
を受給する人は対象となりません

中学生以下の児童がいる世帯

給付金 Q ＆ A
Q. 基準日の翌日以降に引っ越した場合の給付金の受取はどうなりますか？
　A. 臨時福祉給付金は、平成 27 年１月１日時点で住民票のある市区町村から支給され、子育て世

帯臨時特例給付金は、平成 27 年６月分の児童手当を受給される市区町村から支給されます。

Q. 基準日以降に生まれた場合や亡くなった場合は給付金の対象になりますか？
　A.［臨時福祉給付金］

基準日（平成 27 年１月１日）に生まれた人は対象となりますが、基準日の翌日以降に生まれた
人は対象となりません。また、市区町村が支給決定するまでの間に亡くなった人も対象にはな
りません。
［子育て世帯臨時特例給付金］
基準日（平成 27 年５月 31 日）に生まれた人は対象となりますが、基準日の翌日以降に生まれ
た人は対象となりません。また、市区町村が支給決定するまでの間に亡くなった人も対象には
なりません。
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臨時福祉給付金の支給要件
● 支給対象者

平成 27 年度分の住民税が課税されていない人が対象です
※ただし、　・課税されている人に扶養されている場合

・生活保護の受給者である場合　など　　　　は対象となりません

● 支給額
１人につき　6,000 円

● 基準日
平成 27 年１月１日

● 申請方法
詳しいことは、決まり次第お知らせします

（ ）

子育て世帯臨時特例給付金の支給要件
● 支給対象者

平成 27 年６月分の児童手当を受給する人が対象です
※ただし、特例給付（児童手当の所得制限額以上の人に、児童 1 人当たり月額 5,000 円を支給している
　もの）を受給する人は、対象となりません

● 対象児童（支給額の計算対象となる児童）
支給対象者の平成 27 年６月分の児童手当の対象となる児童

● 支給額
対象児童１人につき　3,000 円

● 基準日
平成 27 年５月 31 日

● 申請方法
▷申請先　：　鞍手町役場福祉人権課「子育て世帯臨時特例給付金」窓口

平成 27 年６月分の児童手当を鞍手町から受給する人が対象です

▷申請期間：　平成 27 年６月１日（月）から９月１日（火）まで（土・日・祝は除く）
時間は午前８時 30 分から午後５時 15 分まで。ただし毎週木曜日は午後７時まで

▷申請書類：　対象者には申請書を郵送します

※公務員も基準日である平成 27 年５月 31 日時点の住所地の市区町村で申請することとなりますので、
　所属庁（勤務先）で受け取った申請書と証明書を提出してください

お知らせします

問い合わせ
申請について　鞍手町役場福祉人権課児童人権係☎４２－２１１１（内線 241・242）まで

制度について　厚生労働省「２つの給付金」に関する専用ダイヤル☎０５７０－０３７－１９２まで

児童手当の現況届
とあわせて手続き
をしてください。
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子
ど
も
・
子
育
て
支
援

「
新
制
度
」

１
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長

す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
目
指
し
て
、

平
成
27
年
４
月
か
ら
「
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
新
制
度
」
が
全
国
的
に
ス
タ
ー
ト
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

 　

従
来
の
制
度
で
保
育
所
を
利
用
す
る
場
合

は
、
そ
の
児
童
が
保
育
に
欠
け
る
状
態
で
あ
る

こ
と
を
市
町
村
が
確
認
し
て
一
律
に
保
育
を
実

施
し
て
い
ま
し
た
が
、
新
制
度
で
は
保
護
者
の

就
労
状
況
等
に
よ
る
保
育
の
必
要
性
に
応
じ
た

支
給
認
定
を
受
け
、
支
給
認
定
に
応
じ
た
形
で

保
育
所
等
を
利
用
し
ま
す
。

①
支
給
認
定
の
種
類

●
１
号
認
定　

満
３
歳
以
上
で
幼
稚
園
等
で
の

教
育
を
希
望
す
る
子
ど
も
が
対
象
。
利
用
で

き
る
施
設
は
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
（
注
）

●
２
号
認
定　

満
３
歳
以
上
で
保
護
者
の
就
労

や
疾
病
等
に
よ
り
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど

も
が
対
象
。
利
用
で
き
る
施
設
は
保
育
所
、

認
定
こ
ど
も
園

●
３
号
認
定　

満
３
歳
未
満
で
保
護
者
の
就
労

や
疾
病
等
に
よ
る
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど

も
が
対
象
。
利
用
で
き
る
施
設
は
保
育
所
、

認
定
こ
ど
も
園
、
事
業
所
内
保
育
事
業
等

（
注
）こ
こ
で
い
う
幼
稚
園
は
、新
制
度
に
移
行
し
た
園
で
す
。

旧
制
度
の
ま
ま
継
続
し
て
い
る
園
も
あ
り
ま
す
（
鞍
手

幼
稚
園
も
旧
制
度
を
継
続
し
て
い
ま
す
）。

②
保
育
の
必
要
量
に
応
じ
た
区
分

　

２
号
認
定
ま
た
は
３
号
認
定
を
受
け
る
人

は
、
保
育
の
必
要
量
に
よ
っ
て
さ
ら
に
「
保
育

標
準
時
間
」
ま
た
は
「
保
育
短
時
間
」
に
区
分

さ
れ
ま
す
。「
保
育
標
準
時
間
」
は
主
に
フ
ル

タ
イ
ム
就
労
を
対
象
と
し
て
お
り
、
１
日
に
保

育
所
を
利
用
で
き
る
時
間
が
最
大
で
11
時
間
、

「
保
育
短
時
間
」
は
主
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労

を
対
象
と
し
て
お
り
、
１
日
最
大
８
時
間
の
利

用
と
な
っ
て
い
ま
す
。

③
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
　
　
　
　

　
保
育
給
付
に
関
す
る
利
用
者
負
担
額

　

支
給
認
定
区
分
、
保
育
の
必
要
量
、
子
ど
も

の
年
齢
に
よ
り
利
用
者
負
担
額
を
細
分
化
し
、

保
護
者
世
帯
の
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
金
額

に
よ
っ
て
、
利
用
者
負
担
額
を
定
め
た
も
の
が

左
の
表
で
す
。

①
病
児
・
病
後
児
保
育
事
業

　

子
ど
も
が
病
中
や
病
気
の
回
復
期
に
あ
っ
て
、
保

育
所
等
で
の
集
団
保
育
が
困
難
で
あ
り
、
仕
事
な
ど

の
事
情
で
保
護
者
が
家
庭
で
保
育
で
き
な
い
時
に
、

鞍
手
乳
児
院
に
付
設
さ
れ
た
病
児
・
病
後
児
保
育
室

に
お
い
て
保
育
及
び
看
護
を
行
い
ま
す
。
事
業
を
利

用
す
る
場
合
は
事
前
に
登
録
し
、
病
気
等
で
実
際
に

利
用
さ
れ
る
と
き
に
、
入
院
の
必
要
が
な
い
こ
と
を

示
す
医
師
の
診
断
書
を
持
っ
て
申
し
込
み
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

●
対
象
児
童　

生
後
４
か
月
か
ら
小
学
６
年
生
ま
で

●
利
用
時
間　

午
前
７
時
か
ら
午
後
６
時
ま
で

●
利
用
料
金　

１
回
二
千
円
（
町
民
税
非
課
税
世
帯

は
半
額
。
食
事
代
・
診
断
書
代
は
別
途
必
要
）

●
登
録
・
申
込
先　

鞍
手
乳
児
院
☎
（
０
８
０
）

８
５
６
８
局
６
６
８
４
番
ま
で

②
子
育
て
短
期
支
援
事
業

　

保
護
者
の
疾
病
、
育
児
疲
れ
な
ど
の
身
体
上
・
精

神
上
の
事
由
及
び
冠
婚
葬
祭
、
出
張
な
ど
の
社
会
的

事
由
に
よ
っ
て
、
家
庭
で
養
育
す
る
こ
と
が
一
時
的

に
困
難
に
な
っ
た
場
合
に
、
一
定
期
間
養
育
・
保
護

を
行
い
ま
す
。

●
対
象
児
童　

生
後
４
か
月
か
ら
小
学
６
年
生
ま
で

保育所等の利用について

地域子ども・子育て支援事業について

☎４２－２１１１（内線 241・242）まで
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階層
区分 定義

月額利用者負担額
３歳未満 ３歳 ４歳以上

標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間
第１ 生活保護法による被保護世帯 0 0 0 0 0 0

第２ 当該年度（※１）の市町村
民税非課税世帯（※２）

ひとり親世帯等（※３） 0 0 0 0 0 0

上記以外
１人目 8,100 8,100 5,400 5,400 5,400 5,400
２人目 4,050 4,050 2,700 2,700 2,700 2,700

第３

当該年度（※
１）の市町村
民税課税世
帯であって、
その所 得 割
額（※５）が
右の区分に
該当するもの

48,600 円
未満

ひとり親世帯
等（※３）

１人目 16,500 16,300 13,800 13,600 13,800 13,600
２人目 8,250 8,150 6,900 6,800 6,900 6,800

上記以外
１人目 17,500 17,300 14,800 14,600 14,800 14,600
２人目 8,750 8,650 7,400 7,300 7,400 7,300

第４ 48,600 円以上
97,000 円未満

１人目 27,000 26,600 24,300 23,900 24,300 23,900
２人目 13,500 13,300 12,150 11,950 12,150 11,950

第５ 97,000 円以上
169,000 円未満

１人目 40,000 39,500 37,300 36,800 32,700 32,100
２人目 20,000 19,750 18,650 18,400 16,350 16,050

第６ 169,000 円以上
301,000 円未満

１人目 54,900 54,000 38,200 37,600 32,700 32,100
２人目 27,450 27,000 19,100 18,800 16,350 16,050

第７ 301,000 円以上
397,000 円未満

１人目 72,000 70,900 38,200 37,600 32,700 32,100
２人目 36,000 35,450 19,100 18,800 16,350 16,050

第８ 397,000 円以上
１人目 93,600 92,100 38,200 37,600 32,700 32,100
２人目 46,800 46,050 19,100 18,800 16,350 16,050

（単位：円）

階層
区分 定義 月額利用者

負担額
第１ 生活保護法による被保護世帯 0

第２
当該年度（※１）の市
町村民税所得割非課税
世帯（※４）

ひとり親世帯等（※３） 0

上記以外
１人目 2,790
２人目 1,395

第３
当該年度（※１）の市
町村民税課税世帯で
あって、その所得割額

（※５）が右の区分に該
当するもの

77,100 円
以下

ひとり親世帯等
（※３）

１人目 13,490
２人目 6,745

上記以外
１人目 14,490
２人目 7,245

第４ 77,101円以上
211,200 円以下

１人目 18,450
２人目 9,225

第５ 211,201円以上
１人目 23,130
２人目 11,565

（単位：円）

●
利
用
期
間　

最
大
７
日
間

●
利
用
料
金　

１
日
あ
た
り
▽
２
歳
未
満
＝
五
千
三

百
五
十
円
（
千
百
円
）
▽
２
歳
以
上
＝
二
千
七
百

五
十
円
（
千
円
）　

※
か
っ
こ
内
は
、
町
民
税
非

課
税
世
帯
の
場
合

●
登
録
・
申
込
先　

役
場
福
祉
人
権
課
児
童
人
権
係

平成 27年度　鞍手町　子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額一覧表

（１）保育所等（２号・３号認定）利用者負担額

（２）新制度へ移行した幼稚園等（１号認定）利用者負担額

問い合わせ　鞍手町役場福祉人権課児童人権係

◎上記（２）の利用者負担額は、新制度へ移行した幼稚園が対象です（鞍手幼稚園は該当しません）。
◎新制度へ移行した私立幼稚園は、鞍手町私立幼稚園就園奨励費補助金の交付を受けることができません。
※１：表中における当該年度とは、４月から８月は前年度を、９月から翌年３月までは現年度を指します　　
※２：市町村民税非課税世帯とは、市町村民税の均等割・所得割共に非課税の世帯をいいます　※３：ひとり
親世帯等とは、母子世帯、父子世帯、身体障害者・療育・精神障害者保健福祉の各手帳の交付を受けた人及び
特別児童扶養手当の支給対象児を有する世帯をいいます　※４：市町村民税所得割非課税世帯とは、市町村民
税所得割非課税（均等割課税含む）の世帯をいいます　※５：所得割額とは、住宅借入金等特別控除、外国税
額控除などの税額控除（調整公助を除く）を控除する前の金額です
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不法投棄防止の
　　　啓発看板に選ばれました

美しいふるさとであることを願って

　鞍手町青少年育成町民会議環境部会では、不法投棄防止啓発活動の一環として、町内の小学生に不法投棄防止を呼び
かけるポスターを描いてもらいました。その中から各小学校ごとに代表作品１点を選んでもらい屋外設置用の看板を製
作しました。鞍手町衛生連合会や鞍手町の協力を得て完成した立派な看板は、各小学校区内の人目につきやすい場所に
設置されています。

KURATE ART MUSEUM 選ばれた名作たち
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すくすく日記

福
ふ く や ま

山日
に こ

咲ちゃん
平成26年６月21日生まれ
お誕生日おめでとお !!! 毎日
新しい成長を見せてくれる日
咲ちゃん♪そんな日咲ちゃん
の周りは、いつもニコニコ笑
顔^_^ これからも元気いっぱい
に、育っていって下さいねっ�

（父　竜児さん・母　裕美さん・
永谷）

坂
さ か た

田颯
そ う た

太くん
平成26年６月23日生まれ
１歳のお誕生日おめでとう。小
さかった颯太が、最近ではハイ
ハイや伝い歩きが上手になっ
たり、ごはんをモリモリ食べた
り…。お父さんもお母さんも本
当に嬉しいです。これからもど
んどん大きくなってね！（父　
憲治さん・母　侑穂さん・中山）

持
も ち だ

田稜
り ょ う た

太くん
平成26年６月30日生まれ
りょうた１歳のお誕生日おめ
でとう�りょうちゃんビー
ム !!! が大ブームでいつも和ま
せてくれてありがとう。りょ
うたの笑顔が大好きです♡こ
れからも、すくすく育ってね。

（父　隆史さん・母　由美さん・
八尋）

吉
よ し い

井華
か の ん

音ちゃん
平成24年６月19日生まれ
のんチャン、３歳のお誕生日お
めでとう�４月から保育園に
行くようになったね。お友だち
をたくさん作って、仲良く遊ん
でネ�これからも、みんなに
可愛がられて元気いっぱいす
くすく育ってね。（父　裕樹さ
ん・母　久美子さん・弥生）

西
に し は ら

原優
ゆ ら

空ちゃん
平成24年６月18 日生まれ
優空♡ 3 歳のお誕生日おめで
とう�最近はお泊まりもでき
るようになりすごくお姉ちゃ
んらしくなりました♡おしゃ
べりが大好きなのでこれから
も色々なお話聞かせてね�（父
尚利さん・母　福美さん・新
延）

毎月、発行月に誕生日を迎える満３歳までのちびっ子を募
集しています。７月生まれは、６月10日（水）までに電話
で役場政策推進課☎４２局２１１１番へお申し込みください。

▼６月生まれ
Happy birthday to you.

　５月 10 日、鞍手町野球場と町民グラウンドで鞍手町ソフトボール大会が開催。今
年で 40 回目を迎えたこの大会に 13 チームが参加しました。心地よい初夏の空に快音
を響かせ、選手たちは気持ちよく汗を流せたことでしょう。上位の結果は次のとおり
です（丸数字は順位）。　●結果　①新北区②城ヶ崎区③神崎区・立林区

炎天下の戦いは激アツ！
▶第 40 回鞍手町ソフトボール大会

　５月 10 日、中央公民館で行われた第 24 回くらて芸能ま
つり。午前 10 時の開演と同時に三味線演奏、舞踊、コーラ
スなどの出演者が、日ごろの練習の成果を存分に披露してい
ました。また、今年は西川小学校の４、５、６年生も参加し、『平
家物語』などの暗唱を披露。次々と披露される演目に、出演
者も来場者も共にまつりを堪能することができたようです。

日頃の練習の成果を発揮
▶第 24 回くらて芸能まつり

　５月11日からの10日間は、春の交通安全県民運動の期間。
これに合わせて５月 13 日、サングリーン鞍手（新延）そば
の交差点で交通安全啓発活動「セーフティステーション」が
ありました。警察官の操作で赤に変わった信号に、通りかかっ
た車は一旦停止。交通安全協会などの皆さんがドライバー
にチラシや啓発グッズを配布し、安全運転を呼びかけました。

譲り合いの気持ちで事故防止
▶新延の県道で交通安全啓発活動
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楽しかったこと、悲しかったこと、思い出、地域のできごと、
イラストやマンガ、エッセイ、サークルのお誘い、趣味や
宝物、広報へのご意見・ご感想などどしどしお寄せください。

ひろば読者の
皆さんの
ページ
です。

Relay Essay

恩
を
直
接
相
手
に
返
す
の
で
は
な
く
、
別

の
人
に
送
り
、そ
れ
が
重
な
っ
て
恩
が
ぐ
る

ぐ
る
と
世
の
中
を
回
る
と
い
う
意
味
だ
そ

う
で
す
。

以
来
、
私
も
自
分
に
で
き
る
「
恩
送
り
」

は
何
か
な
？ 

と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
よ

生
３
名
も
加
わ
り
ま
し
た
。
と
は
言
い
な

が
ら
内
容
は
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
野
球

で
遊
ぶ
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
持
ち
味
を
所
属
し
て
い
る
チ
ー
ム
で
発

揮
で
き
る
よ
う
送
り
出
し
て
い
ま
す
。
先

日
、指
導
し
て
い
る
小
学
生
が
試
合
で
ヒ
ッ

以
前
、「
恩お

ん
お
く送
り
」
と
い
う
言
葉
を
目
に

し
ま
し
た
。

そ
れ
は
、『
ひ
ょ
っ
こ
り
ひ
ょ
う
た
ん

島
』
を
手
が
け
る
な
ど
劇
作
家
と
し
て
有

名
な
井
上
ひ
さ
し
さ
ん
に
関
す
る
記
事
で

し
た
。
そ
の
中
で
、井
上
さ
ん
は
中
学
時
代

に
受
け
た｢

返
し
て
も
返
し
き
れ
な
い
恩

義｣

を
振
り
返
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
40
年

以
上
を
経
て
大
作
家
と
な
っ
た
井
上
さ
ん

は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
文
章
講
座
を
開
か

れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
れ
を
「
恩
送
り
」
と

言
い
表
さ
れ
ま
し
た
。
誰
か
か
ら
受
け
た

う
や
く
一
つ
形
に
な
り
始
め
ま
し
た
。
経

験
し
て
き
た
野
球
を
通
し
て
、
子
ど
も
た

ち
に
野
球
の
楽
し
さ
・
奥
深
さ
・
考
え
る

こ
と
の
大
切
さ
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
昨
年
の
９
月
か
ら
野
球
教
室
を
始
め
、

町
内
の
中
学
生
２
名
、
今
年
か
ら
は
小
学

ト
を
打
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。本
人
も
嬉

し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、聞
い
た
私
ま
で

嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。
私
自
身
が
受
け
て

き
た
恩
を
私
に
で
き
る
形
で
送
っ
て
い
く

つ
も
り
が
、
逆
に
ま
た
子
ど
も
た
ち
か
ら

楽
し
み
や
喜
び
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
星
野
奏
真
さ
ん
（
永
谷
・
37
歳
）

VOL
195

リ
レ
ー
エ
ッ
セ
ー

　
晴
れ
た
ら
い
い
ね
。

次
回
は
、
小
田
義
樹
さ
ん
（
新
延
）
で
す
。

すてきな作品をお待ちしています

ねんど細工や絵、書、紙細工、陶
芸、俳句、短歌など自慢の一品は、
ありませんか。「広報ぎゃらりー」
では、紙面を彩るあなたの作品を
お待ちしています。作品について
の 100 字以内の感想もお願いし
ます。役場政策推進課☎４２局
２１１１番まで、ご連絡ください。

広報
ぎゃらりー

手編み 竹松孝子さん
（直方市）

亀井かおるさん
（唐ヶ崎）俳句

４月23日、島原雲
仙に１泊２日で吟

ぎんこう

行の
旅をした。帰り道、佐
賀祐徳稲荷神社に立ち
寄った折、あいにくの
雨でしたが互い違いに
葉を広げている若葉が
雨のしずくを受けて萌

も

えて美しい道を歩く。
参拝をすませ、社務所
で御朱印を待つ間小
鳥の囀

さえず

りに静かに聞き
入ったときの一句です。

前、後、身頃、メリ
ヤス、裾、袖口は模様
編み、ラグランの減目
はレース編みです。

今
年
も
ほ
た
る
の
季
節
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
町
内
で
も

長
谷
地
区
で
ゲ
ン
ジ
ほ
た
る
が
、
ま
た
剣
岳
麓ふ

も
と

の
八
剣
神
社

周
辺
で
は
ヒ
メ
ほ
た
る
の
幻
想
的
な
乱
舞
を
観
賞
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
剣
岳
麓ふ

も
と

の
観
賞
ス
ポ
ッ
ト
は
、
毎
年
多
く
の

ヒ
メ
ほ
た
る
を
観
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
写
真
愛
好

家
か
ら
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。

鞍
手
ほ
た
る
の
会
と
南
陵
塾
で
は
次
の
と
お
り
観
賞
会
を

行
い
ま
す
。
家
族
一
緒
に
、
友
だ
ち
を
誘
っ
て
、
ほ
た
る
観

賞
に
出
か
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
と
き　

▽
ヒ
メ
ほ
た
る
観
賞
会
＝
６
月
３
日
（
水
）
か
ら

７
日
（
日
）
ま
で
▽
ゲ
ン
ジ
ほ
た
る
観
賞
会
＝
６
月
６
日

（
土
）。
時
間
は
い
ず
れ
も
午
後
８
時
集
合

●
問
い
合
わ
せ　

開
催
場
所
な
ど
詳
し
い
こ
と
は
、
鞍
手
ほ

た
る
の
会
・
小
山
☎
（
０
９
０
）
４
９
８
３
局
５
０
１
０

番
ま
た
は
南
陵
塾
・
秋
田
☎
４
２
局
６
５
７
１
番
ま
で

幻
想
的
な
ほ
た
る
の
乱
舞
を
ご
覧
く
だ
さ
い

●
鞍
手
ほ
た
る
の
会
・
小
山
豊
彦
さ
ん

柔
道
大
会
で
好
成
績

●
鞍
手
武
道
館
柔
道
ク
ラ
ブ

５
月
３
日
、
鞍
手
町
立
体
育
館
で

開
催
さ
れ
た
第
12
回
鞍
手
武
道
館
少

年
柔
道
大
会
に
出
場
し
、
22
団
体
・

三
百
八
十
人
と
い
う
参
加
者
の
中
、
各

部
門
で
好
成
績
を
あ
げ
ま
し
た
。
結
果

は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
結
果　

▽
団
体
５
人
制
の
部
・
３
位

＝
先
鋒
・
小
野
原
涼（
植
木
小
１
年
）、

次
鋒
・
入
江
美
羽
（
新
延
小
２
年
）、

中
堅
・
白
木
亮
太
郎（
剣
北
小
３
年
）、

副
将
・
立
花
琉
俄
（
新
延
小
４
年
）、

大
将
・
守
永
士
恩
（
剣
南
小
５
年
）

▽
４
年
男
子
の
部
・
優
勝
＝
立
花
琉

俄
▽
５
年
男
子
の
部
・
３
位
＝
守
永

士
恩

神
苑
や  

朱
印
待
つ
間
を  

囀
さ
え
ず

れ
り
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いきいき
健康

だより
総合福祉センター☎42局8812 番

健康や各種健診
についての
お知らせです HealthINFORMATION

● とき　毎週水曜日の午前10時から11時30分まで。
必ず妊婦本人がお越しください

● ところ　総合福祉センター保健棟
● 必要なもの　妊娠届出書（ある人のみ）

母子健康手帳の交付

乳幼児健診・相談
　６月の乳幼児健診は次のとおりです。該当者には
事前に通知をしています。ご確認ください。
● とき　健診の内容によって異なりますので詳細は

通知（案内）書をご確認ください
● ところ　総合福祉センター保健棟
● 内容　身体測定・問診・小児科医診察・育児相談・

栄養相談など
区　分 と　き 対象児

４か月健診 ６月 11 日
（木）

平成 27 年 1 月 15 日から
平成 27 年 2 月 11 日生まれ

７か月健診 ６月 25 日
（木）

平成 26 年 10 月 31 日から
平成 26 年 11 月 27 日生まれ

12 か月健診 平成 26 年 6 月 01 日から
平成 26 年 6 月 30 日生まれ

１歳半健診 ６月 04 日
（木）

平成 25 年 11 月 8 日から
平成 25 年 12 月 04 日生まれ

３歳児健診 平成 24 年 05 月 8 日から
平成 24 年 06 月 04 日生まれ

乳幼児相談 ６月 24 日
（水）

平成 27 年 3 月 29 日から
平成 27 年 04 月 25 日生まれ

※乳幼児相談は、身体測定・育児相談・栄養相談を行います。
　申し込みは不要です。お気軽にお越しください。
● 問い合わせ　総合福祉センターまで

献血のお知らせ
一般献血を次のとおり行います。皆さん、ご協力

ください。
● とき　６月８日（月）午前９時 30 分から午後０時

30 分まで、午後１時 30 分から４時まで
● 対象者　18 歳から 69 歳までの人（65 歳以上の人

は 60 歳から 64 歳までに献血経験がある人。男女
とも体重が 50㎏以上の人）

● ところ　役場玄関前
● 問い合わせ　役場保険健康課健康増進係まで

　平成27年度の総合健診（　　　 ）

■集団健診（検診）日程
期　日 場　所

7月12 日（日）、13日（月）、14日（火）  総合福祉センター

生活習慣病予防のためにも年に１度は必ず健診を
受け、健康づくりに取り組みましょう。

● 受付時間　午前８時 30 分から 10 時 30 分まで
● 申し込み方法　健診希望日の１か月前までに総合福

祉センターまでお電話で申し込みください
● 健（検）診内容　各種がん検診（胃がん・肺がん・

大腸がん・前立腺がん・子宮がん・乳がん・肝炎
ウイルス・結核検診）、特定健診、基本健診

● 申し込み・問い合わせ　総合福祉センターまで

特 定 健 診
各種がん検診

階段の上り下りや正座をすると痛んだり、歩くだ
けでも痛みを感じたりする等、ひざ痛は多くの人が
悩んでいる症状の一つです。次のとおり、ひざ痛の
改善方法として、共立大学特任教授・森部昌弘さん
とギラヴァンツ北九州普及部コーチを招いて、教室
を開催します。
● とき　６月 17 日（水）、24 日（水）。時間は午前

10 時から正午まで
● ところ　総合福祉センター
● 内容　運動療法や日常生活などの生活指導
● 募集人員　80 人（定員になり次第締め切ります）
● 対象者　鞍手町在住の 65 歳以上の人
● 参加費　無料
● 申し込み・問い合わせ　総合福祉センターまで

ひざ痛改善教室参加者募集�

５月31日～６月６日は「禁煙週間」です

　COPD（慢性閉塞性肺疾患）とは、主に長期間に
わたる喫煙が原因で肺に炎症が起こり、肺の中の空
気の流れが悪くなる病気です。初期症状はせき・痰・
息切れなどですが、進行すると日常的な動作が苦し
くなり、自力で呼吸ができなくなります。
　COPD の治療は、禁煙することです。早めの禁煙
で肺機能の低下は防ぐことができます。身体を動か
したり、野菜を中心
とした食事をとった
り、生活習慣を変え
ながら禁煙してみま
しょう。禁煙外来や
禁煙補助具を利用し
て み る の も い い で
しょう。
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国
民ほん
大好き

中央公民館図書室☎42局7200番

中央公民館
図書室からの
お知らせですBookINFORMATION

／６月の休館日は、3 日（水）です。
／開館時間は午前９時から午後５時まで／返却期限が過ぎている本は、至急ご返却ください

最悪の思い出も、いつか最高になる。両
親の死、家族への愛情、友情とときめ
き、食と旅、小説家の秘密…。『婦人
公論』連載で人気を博した“幸せが
見つかる”エッセイ集。

小さな幸せ４６こ
作＝よしもと　ばなな

● 一般の本

／絶唱（作＝湊かなえ）／ぱらっぱフーガ（作＝竹
内　真）／べんけい飛脚（作＝山本一力）／雪炎（作
＝馳　星周）／粘土でつくる　ちょっぴりメタボな
多肉植物と草花（作＝ゆげ、きたのこ）／土鍋ごち
そうレシピ（作＝谷島せい子）

● 子どもの本

／いぬのおしりのだいじけん（作＝ピーター・ベントリー）
／ぼうし（作＝ジャン・ブレット）／あかちゃんがわらう
から（作＝おーなり由子）／チュウチュウ通りのゆかい
ななかまたち（作＝エミリー・ロッダ）／ちびまるこちゃ
んのはじめてのクッキングえほん（作＝さくらももこ）
／親子で学ぶ数学図鑑（作＝キャロル・ヴォーダマン）

珈
琲
豆
と
和
食
器

の
店
「
小
蔵
屋
」

を
営
む
杉
浦

草
。お
草
さ
ん
は
凛
と
し

て
い
る
け
ど
控
え
め
で

受
容
的
な
70
代
の
女
性

で
す
。人
を
温
か
く
見
守

り
続
け
る
彼
女
の
ま
わ

り
で
起
き
る
小
さ
な
事

件
を
優
し
く
ほ
っ
こ
り

と
解
決
し
て
い
く
コ
ー

ジ
ー
ミ
ス
テ
リ
ー
。も
し

こ
ん
な
お
店
が
近
く
に

あ
っ
た
ら
ち
ょ
っ
と
寄

っ
て
み
た
く
な
る
よ
う

な
…
。読
ん
で
い
る
う
ち

に
珈
琲
の
い
い
香
り
が

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
漂

っ
て
き
て
お
草
さ
ん
の

お
店
に
い
る
よ
う
な
心

地
よ
さ
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
よ
。

本
は
知
識
を
深
め
る
だ
け
で
な
く
、人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
広
げ
て
く
れ
ま
す
。

新
た
な
本
と
の
出
会
い
は
新
た
な
人
と
の
出
会
い
の
始
ま
り
。

広
が
る
本
だ
な
で
は
、
新
た
な
本
と
の
出
会
い
の
場
と
し
て
、
毎
月
お
す
す
め
の

本
を
２
冊
紹
介
し
ま
す
。

紹
介
者
は
石
松
一
葉
さ
ん
（
文
庫
連
絡
会
）
で
す
。

今日がねむりにつこうとするとき、空は
だんだん暗くなり、夕日はゆらゆらし
ずみます。あたたかい絵と心地よいこ
とばでえがかれたおやすみまえの子
守りうた絵本。やわらかなことばを
ゆっくりと楽しめば、おだやかな休
息の時間がやってきます。

おやすみなさいをするまえに
作＝ジリアン・シールズ

ぞ
う
の
せ
な
か

作
＝
秋
元
　
康

「
お

と
う
さ
ん
は
、

も
う
す
ぐ
、み

ん
な
の
し
ら

な
い
と
こ
ろ
へ
い
く
ん

だ
。」「
ぼ
く
は
、お
と
う

さ
ん
と
ず
っ
と
い
っ
し

ょ
に
い
た
い
。」
死
期
を

悟
っ
た
お
父
さ
ん
ゾ
ウ

は
息
子
の
ポ
ッ
ポ
に
生

き
る
た
め
の
知
恵
や
力

を
授
け
ま
す
。幼
い
ポ
ッ

ポ
に
わ
か
る
形
で
…
。受

け
継
が
れ
る
い
の
ち
の

物
語
で
す
。著
者
の
秋
元

康
さ
ん
の
言
葉「
一
人
の

父
親
と
し
て
、話
し
て
お

き
た
い
こ
と
が
た
く
さ

ん
あ
る
。
僕
は
、娘
に
話

し
か
け
る
よ
う
に
、こ
の

ス
ト
ー
リ
ー
を
書
い
た
」

が
心
に
残
る
絵
本
で
す
。

萩
を
揺
ら
す
雨

紅
雲
町
珈
琲
屋

こ
よ
み

作
＝
吉
永
南
央

今月新しく入りました。

広
が
る
本
だ
な
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HealthDr. 瀬戸山の

調子は
いかが？
くらて病院☎42局1231番

くらて病院スタッフ。
からの健康。

アドバイスです。 ADVICE

？
心
房
細
動
は
不
整
脈
の
一
種
で
、
特
に
高
齢
者
に
多
く
み
ら
れ
る
病
気
で

す
。
症
状
に
よ
っ
て
治
療
法
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
動
悸
や
脈
が
バ
ラ
バ
ラ

と
い
っ
た
症
状
が
出
た
ら
専
門
医
を
受
診
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

瀬
戸
山
航
史
さ
ん
・
せ
と
や
ま
こ
う
し
・
平
成
25
年
度
に
産
業
医
科
大
学
医
学
部
医
学
科
を
卒
業
。
産
業
医
科
大
学
病
院
で
２
年
間
の
初
期
研
修
を
経
て
、
平
成
27

年
よ
り
く
ら
て
病
院
の
循
環
器
内
科
へ
勤
務
と
な
る
。

【
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
】

健
康
診
断
で
心し

ん
ぼ
う
さ
い
ど
う

房
細
動
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
た
ま
に
動
悸
が
す
る
の
で
す
が
、
こ
の
病

気
は
ど
ん
な
病
気
で
す
か
？
（
78
歳
・
男
性
）

在
で
約
80
万
人
の
心
房
細
動
患
者
、

20
年
後
に
は
百
万
人
を
突
破
す
る

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

心
筋
梗
塞
を
起
こ
し
た
こ
と
が

あ
る
人
や
心
肥
大
と
言
わ
れ
て
い

る
人
で
は
、心
房
細
動
が
起
こ
る
と

心
不
全
を
発
症
し
や
す
く
な
る
こ

と
が
あ
り
、
こ
の
場
合
は
心
房
細

動
か
ら
正
常
な
リ
ズ
ム
（
洞
調
律
）

に
戻
す
、あ
る
い
は
心
房
細
動
を
予

防
す
る
た
め
の
薬
（
抗
不
整
脈
薬
）

や
、
薬
で
戻
ら
な
い
心
房
細
動
に

対
し
て
は
電
気
的
除
細
動
（
電
気

シ
ョ
ッ
ク
）を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。ま
た
心
房
細
動
は
脈
が
バ
ラ
バ

ラ
に
な
る
の
が
特
徴
で
す
が
、脈
が

ゆ
っ
く
り
（
徐
脈
）
に
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な
場
合
に
は

ペ
ー
ス
メ
ー
カ
の
植
え
込
み
が
必

要
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。さ
ら

に
最
近
で
は
心
房
細
動
に
対
す
る

根
治
療
法
と
し
て
、原
因
と
な
る
心

臓
の
一
部
を
カ
テ
ー
テ
ル
で
焼
い

て
直
す
ア
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う

治
療
も
有
効
で
す
。

こ
れ
ら
の
治
療
法
は
症
状
に
よ

り
異
な
る
た
め
専
門
医
を
受
診
す

る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

心
臓
内
に
出
来
る
か
も
し
れ
な

い
血
栓
を
溶
か
す
た
め
に
、血
液
を

サ
ラ
サ
ラ
に
す
る
薬
（
抗
凝
固
薬
）

を
飲
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。た

だ
し
、こ
れ
も
出
血
の
リ
ス
ク
が
高

い
人
な
ど
は
慎
重
に
使
用
し
な
け

脈
が
速
く
な
る
こ
と
に
よ
る
動

悸
な
ど
の
症
状
を
頻
脈
と
い
い
ま

す
。高
齢
化
に
伴
う
頻
脈
性
不
整
脈

で
最
も
多
い
の
が
心
房
細
動
で
す
。

発
作
的
に
脈
の
速
い
心
房
細
動

が
起
こ
れ
ば
、心
臓
は
本
来
の
ポ
ン

プ
機
能
を
う
ま
く
発
揮
で
き
ず
に

心
臓
内
で
血
流
が
う
っ
滞
し
て
し

ま
い
心
不
全
を
引
き
起
こ
し
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。さ
ら
に
ポ

ン
プ
機
能
が
低
下
し
た
こ
と
に
よ

り
心
臓
の
中
に
血
栓
が
形
成
さ
れ
、

そ
の
血
栓
が
脳
の
血
管
に
つ
ま
り

脳
梗
塞
を
引
き
起
こ
し
た
り
す
る

危
険
も
あ
り
ま
す
。

日
本
国
内
で
は
２
０
１
０
年
現

れ
ば
な
ら
ず
、専
門
医
の
指
導
の
も

と
内
服
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し

ま
す
。

心
房
細
動
は
も
は
や
高
齢
者
で

は
、
珍
し
い
病
気
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。動
悸
や
脈
が
バ
ラ
バ
ラ
と
い
っ

た
症
状
が
出
た
ら
専
門
医
を
受
診

し
適
切
な
治
療
を
受
け
る
こ
と
を

お
す
す
め
し
ま
す
。

心
房
細
動
で
は

何
が
危
険
な
の
か
？

脳
梗
塞
の
予
防
方
法
は
？

治
療
法
は
？



PensionQUESTION ANSWER 年金
Q&A
役場国保年金係 ☎42局2111番

国民年金の
疑問に

お答えします。
国
民

「
後
納
制
度
」で
の

保
険
料
納
付
期
限
は

９
月
末

国
民
年
金
保
険
料
は
納
期
限

を
２
年
過
ぎ
る
と
時
効
に
よ

り
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
が
、
27
年
９
月
末
ま
で
の
期

間
に
限
り
、
過
去
10
年
以
内
の

未
納
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
「
後
納
制
度
」
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
り
、
将
来
受
け
取
る

年
金
額
を
増
や
し
た
り
年
金

受
給
資
格
の
確
保
に
つ
な
げ

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
既
に
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給

し
て
い
る
人
は
利
用
で
き
ま

せ
ん
）。

過
去
２
年
以
内
の
未
納
分
は

こ
れ
ま
で
ど
お
り
後
納
制
度

を
利
用
し
な
く
て
も
納
付
可

能
で
す
が
、
そ
れ
以
前
の
保
険

料
の
納
付
を
希
望
す
る
場
合

は
「
後
納
制
度
」
の
利
用
申
し

込
み
が
必
要
と
な
り
、
後
納
保

険
料
額
は
「
当
時
の
保
険
料+

加
算
金
」
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
１
か
月
分
の
後
納
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り

増
額
さ
れ
る
老
齢
基
礎
年
金

額
は
お
よ
そ
一
六
二
五
円
（
年

額
）
で
す
。

●「後納制度」に関する問い合わせ
「国民年金保険料専用ダイヤル」

☎０５７０－０１１－０５０
０５０から始まる電話でかける場合は

☎０３－６７３１－２０１５

※問い合わせの際は、基礎年金番号が分かるもの
　をご用意ください

付
加
保
険
料
の
納
付
で

年
金
額
を
増
や
せ
ま
す

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

な
ら
び
に
任
意
加
入
被
保
険

者
は
、
定
額
保
険
料
（
平
成
27

年
度
月
額
一
万
五
千
五
百
九

十
円
）
に
加
え
て
付
加
保
険
料

（
月
額
四
百
円
）
を
納
め
る
こ

と
で
、
受
給
す
る
年
金
額
を
増

や
せ
ま
す
。
老
齢
基
礎
年
金
に

上
乗
せ
さ
れ
る
付
加
年
金
の

年
金
額
（
年
額
）
は
「
二
百
円

×
付
加
保
険
料
納
付
月
数
」
と

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
付
加
保

険
料
を
納
め
た
分
は
老
齢
基

礎
年
金
受
給
開
始
か
ら
２
年

間
で
モ
ト
が
と
れ
る
計
算
と

な
り
ま
す
。

付
加
保
険
料
は
、
役
場
保
険

健
康
課
ま
た
は
年
金
事
務
所

で
納
付
の
申
込
み
を
さ
れ
た

う
え
で
、
申
し
込
ん
だ
月
分
か

ら
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
保
険
料
の
免
除
や
納

付
猶
予
を
さ
れ
て
い
る
期
間

や
国
民
年
金
基
金
に
加
入
し

て
い
る
方
は
付
加
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●「付加保険料」に関する問い合わせ
役場保険健康課国保年金係

☎４２－２１１１（内線 201）

または

直方年金事務所
☎２２－０８９１

2015.６−16



税務の
そこが知りたい
役場賦課係☎42局2111番

年金特別
徴収制度の

解説です

公的年金などの所得に係る個人住民税（町民税・県民税）は原則、年金からの天引き（特
別徴収）となります。対象者は、翌年度以降の住民税も年金特別徴収が原則となります。

COMMENT

65 歳以上の公的年金等所得に係る住民税は「年金特別徴収」

年金特別徴収の対象者は、平成 27 年４月１日現在 65 歳以上の公的年金受給者で、前年中の年
金所得に係る住民税の納税義務がある人です。 ただし、「介護保険料が年金から特別徴収され
ていない人」「徴収される住民税が対象となる年金の額を超える人」などは対象になりません。
また、年金特別徴収はご本人の希望による選択ができません。

A
答え

公的年金からの特別徴収の対象者は？Q
疑問

年金から特別徴収されるのは、公的年金などに係る個人住民税です。公的年金以外の所得に係
る住民税は、給与からの特別徴収または普通徴収（納付書や口座振替）による納付となります。

公的年金収入のほかに、給与所得と不動産所得があります。
公的年金以外の所得に係る住民税も年金から特別徴収されるのですか？ 

特別徴収を開始する最初の年度は、年税額の２分の１に相当する額を、第１期（６月）・第２期
（８月）に普通徴収（納付書や口座振替）で納付します。残りの２分の１に相当する額は、 10 月・
12 月・２月の年金から特別徴収となります。

初めて年金特別徴収となります。納付方法はどのようになりますか？

（例）平成 27 年度の年税額が６万円の場合
普通徴収

（納付書または口座振替） 特別徴収（年金から天引き）

期（月） 第１期（27年６月）第２期（27年８月） 27 年 10 月 27 年 12 月 28 年２月
税額 15,000 円 15,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円

■２年目以降の納付方法
　４月・６月・８月は、前年度２月の税額と同額が徴収されます。（仮徴収）
　10 月・12 月・２月は、残り３分の１ずつが徴収されます。（本徴収）

（例）平成 28 年度の年税額が９万円の場合（27 年２月の年金から１万円が徴収されていた場合）
特別徴収（年金から天引き）

仮徴収 本徴収
期（月） 28 年４月 28 年６月 28 年８月 28 年 10 月 28 年 12 月 29 年２月

税額 10,000 円 10,000 円 10,000 円 20,000 円 20,000 円 20,000 円
※鞍手町から転出、死亡、年度の途中で徴収税額が変更になった場合などには、その年の特別
　徴収は中止となり普通徴収に変更となります。

A
答え

Q
疑問

A
答え

Q
疑問

Support
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福祉の
そこが知りたい

高齢者支援係☎42局2111番

介護保険料の
お知らせですWelfareINFORMATION

介
護
保
険
料
の

　
　
　
お
知
ら
せ

平
成
27
年
度
の
市
町
村
民
税
等
を
も
と
に
、

介
護
保
険
料
の
計
算
を
行
い
、
そ
の
決
定
通

知
書
を
８
月
上
旬
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

今
年
度
は
、
３
年
に
１
度
の
保
険
料
算
定

の
年
度
に
あ
た
る
た
め
、
介
護
保
険
に
必
要
な

費
用
を
ま
か
な
え
る
よ
う
保
険
料
の
基
準
額

が
変
更
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
で
き
る
限

り
所
得
の
状
況
に
配
慮
し
た
き
め
細
や
か
な

保
険
料
と
す
る
た
め
、
所
得
段
階
が
16
の
区

分
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
市
町
村
民
税
や

世
帯
の
状
況
等
に
よ
っ
て
該
当
す
る
所
得
段
階

に
よ
り
、
保
険
料
額
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

●
納
付
方
法

　

納
付
方
法
に
は
、
年
金
か
ら
天
引
き
で
納

め
る
場
合
と
納
付
書
、
口
座
振
替
で
納
め

る
方
法
が
あ
り
ま
す
。
口
座
振
替
を
利
用

す
る
と
納
め
忘
れ
も
な
く
安
心
で
す
。
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　

役
場
福
祉
人
権
課
高
齢
者
支
援
係
ま
た
は

福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合
事
業
課
資
格

管
理
係
☎
（
０
９
２
）
６
４
３
局
７
０
５
５

番
ま
で

平
成
27
年
度

介
護
保
険
料
の

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

■平成 27 年度の介護保険料額　　　   　　　　　                            （単位：円）

所得
段階 対象者 割合 年額保険料

１ 非
課
税
世
帯

生活保護の受給者及び老齢福祉年金受給者の人また
は公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が 80 万
円以下の人

基準額
× 0.45 29,941

２ 公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が 80 万円
を超え 120 万円以下の人

基準額
× 0.75 49,901

３ 公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が 120 万
円を超える人

基準額
× 0.75 49,901

４ 課
税
世
帯

公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が 80 万円
以下の人

基準額
× 0.9 59,882

５ 公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が 80 万円
を超える人 基準額 66,535

６

本
人
課
税

合計所得金額が 120 万円未満の人 基準額
× 1.2 79,842

７ 合計所得金額が 120 万円以上 150 万円未満の人 基準額
× 1.3 86,496

８ 合計所得金額が 150 万円以上 190 万円未満の人 基準額
× 1.4 93,149

９ 合計所得金額が 190 万円以上 240 万円未満の人 基準額
× 1.5 99,803

10 合計所得金額が 240 万円以上 290 万円未満の人 基準額
× 1.6 106,456

11 合計所得金額が 290 万円以上 320 万円未満の人 基準額
× 1.7 113,110

12 合計所得金額が 320 万円以上 350 万円未満の人 基準額
× 1.8 119,763

13 合計所得金額が 350 万円以上 380 万円未満の人 基準額
× 1.9 126,417

14 合計所得金額が 380 万円以上 410 万円未満の人 基準額
× 2.0 133,070

15 合計所得金額が 410 万円以上 440 万円未満の人 基準額
× 2.1 139,724

16 合計所得金額が 440 万円以上の人 基準額
× 2.2 146,377

（
本
人
非
課
税
）

夫 69 歳で年金 210 万円の収入…課税所得額は 90 万円
妻 66 歳で年金 78 万円の収入…課税所得額は 0 円

Ａさん夫妻の場合は、夫は課税所得額が 90 万円となり、所得段階６の保
険額となります。妻は非課税となりますが、夫が課税されているので、所
得段階４の保険額となります。

Ａさん夫妻の例



今
月
の
納
税
（
６
月
）

●
町
県
民
税
︱
第
１
期

●
国
民
健
康
保
険
税
︱
第
１
期

納
期
限
は
６
月
25
日
（
木
）

で
す
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。
督

促
手
数
料
は
一
通
に
つ
き
百

円
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
収
納
係
ま
で

税
金
の
納
付
は

安
心
・
便
利
で
確
実
な

口
座
振
替
で

個
人
が
納
め
る

町
税
は
、
口
座
振

替
に
す
る
と
金
融

機
関
へ
行
く
手
間

が
い
ら
ず
、
納
め

忘
れ
も
な
く
て
安
心
で
す
。

毎
月
15
日
ま
で
に
手
続
き
を

す
れ
ば
翌
月
か
ら
口
座
振
替

が
で
き
ま
す
。
申
込
用
紙
は

町
内
の
金
融
機
関
や
役
場
税

務
住
民
課
に
あ
り
ま
す
。

●
必
要
な
も
の　

納
税
通
知

書
、
通
帳
、
通
帳
登
録
印

●
取
引
金
融
機
関　

直
鞍
農

協
、福
岡
ひ
び
き
信
用
金
庫
、

福
岡
銀
行
、
西
日
本
シ
テ
ィ

銀
行
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

●
振
替
日　

毎
月
25
日
（
金

融
機
関
が
休
み
の
場
合
は

次
の
営
業
日
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
収
納
係
ま
で

税
金
は
納
期
ま
で
に

税
金
は
、
町
の
財
政
に
と
っ

て
大
切
な
財
源
で
す
。
こ
の

財
源
は
町
の
運
営
や
皆
さ
ん

の
福
祉
・
教
育
な
ど
に
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
税
金
は
納
期

ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
納
め
忘
れ
が
あ
る
場
合

は
、
早
め
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
収
納
係
ま
で

今
月
の
補
聴
器
相
談
日

６
月
の
補
聴
器
相
談
が
次

の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す
。

●
役
場
で
の
相
談　

▽
と
き

＝
６
月
５
日
（
金
）
午
後

１
時
か
ら
２
時
ま
で
（
九

州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）
▽

と
き
＝
６
月
11
日
（
木
）

午
前
11
時
か
ら
正
午
ま
で

（
九
州
リ
オ
ン
）
▽
と
き
＝

６
月
18
日
（
木
）
午
後
１

時
か
ら
２
時
ま
で
（
あ
さ

ひ
補
聴
器
）
▽
と
き
＝
６

月
24
日
（
水
）
午
後
１
時

か
ら
２
時
ま
で
（
小
倉
補

聴
器
）

　
　

役
場
福
祉
人
権
課
の
相

談
で
は
、
受
付
順
の
番
号

札
を
配
布
し
ま
す
。

●
く
ら
て
病
院
で
の
相
談
　

▽
と
き
＝
６
月
４
日
（
木
）

午
後
２
時
か
ら
５
時
ま
で

（
九
州
リ
オ
ン
）
▽
と
き
＝

６
月
23
日
（
火
）
午
後
２

時
か
ら
４
時
30
分
ま
で（
九

州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）
▽

と
き
＝
６
月
25
日
（
木
）

午
後
２
時
か
ら
５
時
ま
で

（
池
田
補
聴
器
）

●
問
い
合
わ
せ
　
役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
係
ま
た
は
く

ら
て
病
院
ま
で

西
村
弁
護
士
の

無
料
法
律
相
談

西
村
浩
二
弁
護
士
に
よ
る

無
料
法
律
相
談
が
行
わ
れ
ま

す
。
受
付
は
７
人
ま
で
で
す
。

●
と
き
　
６
月
10
日
（
水
）

▽
受
付
（
順
番
の
抽
選
）

＝
午
後
０
時
45
分
か
ら
▽

相
談
＝
午
後
１
時
か
ら
４

時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
く
ら
じ
の
郷

●
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

く
ら
し
・
し
ご
と
・
家
計

困
り
ご
と
相
談
室

グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
生
活
協

同
組
合
ふ
く
お
か
で
は
次
の

と
お
り
、
県
か
ら
の
委
託
を

受
け
て
福
岡
県
自
立
相
談
支

援
事
務
所
を
開
設
し
ま
し
た
。

就
労
先
が
見
つ
か
ら
な
い
、

家
計
の
や
り
く
り
が
苦
し
い

な
ど
く
ら
し
の
中
で
の
困
り

ご
と
解
決
に
向
け
て
経
験
豊

か
な
相
談
支
援
員
が
一
緒
に

考
え
て
い
き
ま
す
。

●
と
き　

毎
週
月
曜
日
か
ら

金
曜
日
ま
で（
祝
日
含
む
）。

時
間
は
午
前
９
時
30
分
か

ら
午
後
５
時
30
分
ま
で
。

事
前
に
電
話
で
予
約
し
て

く
だ
さ
い

●
と
こ
ろ
　
福
岡
県
自
立
相

談
支
援
事
務
所
（
水
巻
町

頃
末
北
１
丁
目
１
２
番

１
２
号
１
階
）

●
問
い
合
わ
せ
　
福
岡
県

自
立
相
談
支
援
事
務
所

☎
（
０
９
３
）
２
０
３
局

１
６
３
０
番
ま
で

一
人
で
悩
む
前
に


心
配
ご
と
相
談
へ
ど
う
ぞ

直
方
法
務
局
の
職
員
、
行

政
相
談
委
員
の
皆
さ
ん
が
、

あ
な
た
の
悩
み
に
お
こ
た
え

し
ま
す
。

●
と
き　

６
月
25
日
（
木
）

▽
受
付
＝
午
後
０
時
45
分

か
ら
▽
相
談
＝
午
後
１
時

か
ら
３
時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
く
ら
じ
の
郷

●
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

くらしの情報

税
金

相
談

☎ 問い合わせ先 ☎

く
ら
しの
情
報

Calendar
2015 ６
日 月 火 水 木 金 土

１ 2 3 4 ５ ６
７ 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

19−2015.６

●鞍手町役場…42 局 2111 番
　　　（FAX…42 局 5693 番）

●中央公民館…42 局 7200 番
●教育課…42 局 7200 番

●歴史民俗博物館…42 局 3200 番
●くらじの郷…42 局 8811 番

●社会福祉協議会…42 局 7800 番
●上下水道課…42 局 0408 番
●中央浄水場…42 局 0417 番
●くらて病院…42 局 1231 番

●鞍寿の里…42 局 1233 番
●鞍手駅…42 局 0980 番

●火災の発生状況…32 局 3211 番



生
活
再
生
を
支
え
ま
す

多
重
債
務
者

生
活
再
生
事
業

県
で
は
次
の
と
お
り
、
グ

リ
ー
ン
コ
ー
プ
生
活
協
同
組

合
ふ
く
お
か
と
の
協
働
事
業

と
し
て
多
重
債
務
者
生
活
再

生
事
業
を
行
い
ま
す
。

●
内
容　

多
重
債
務
相
談
、

家
計
管
理
の
助
言
、
生
活

再
生
中
の
や
む
を
得
な
い

臨
時
的
出
費
に
関
す
る
貸

与
な
ど

●
相
談
　
▽
と
き
＝
毎
週
月

曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
。

時
間
は
午
前
９
時
30
分
か

ら
午
後
６
時
ま
で
▽
と
こ

ろ
＝
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
生

活
協
同
組
合
ふ
く
お
か（
博

多
区
博
多
駅
前
一
丁
目
５

番
１
号
ヒ
ュ
ー
リ
ッ
ク
博

多
ビ
ル
７
階
）

●
問
い
合
わ
せ
　
出
張
相
談

も
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し

い
こ
と
は
グ
リ
ー
ン
コ
ー

プ
生
活
協
同
組
合
ふ
く
お

か
☎
（
０
９
２
）
４
８
２

局
７
７
８
８
番
ま
で

県
営
住
宅
の
入
居
者
を

募
集
し
ま
す

福
岡
県
住
宅
供
給
公
社
で

は
次
の
と
お
り
、
県
営
住
宅

の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

●
募
集
案
内
配
布
期
間
・
募

集
期
間　

６
月
１
日
（
月
）

か
ら
９
日
（
火
）
ま
で

●
募
集
案
内
配
布
場
所　

福

岡
県
住
宅
供
給
公
社
筑
豊

管
理
事
務
所
直
方
出
張
所
、

役
場
建
設
課
な
ど

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
住

宅
供
給
公
社
県
営
住
宅
管

理
部
管
理
課
☎
（
０
９
２
）

７
８
１
局
８
０
２
９
番
ま
で

町
営
住
宅
の
入
居
者
を

募
集
し
ま
す

町
で
は
次
の
と
お
り
、
幸

ノ
浦
改
良
住
宅
の
入
居
者
を

募
集
し
ま
す
。

●
募
集
案
内
配
布
期
間
・
募

集
期
間　

６
月
１
日
（
月
）

か
ら
15
日（
月
）ま
で（
土
・

日
を
除
く
）。
時
間
は
午
前

８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

15
分
ま
で

●
募
集
案
内
配
布
場
所　

役

場
建
設
課
建
築
係

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
建
設

課
建
築
係
ま
で

平
成
27
年
度

狩
猟
免
許
試
験

平
成
27
年
度
の
狩
猟
免
許

試
験
（
網
猟
、
わ
な
猟
、
第

１
種
銃
猟
、
第
２
種
銃
猟
）

が
次
の
と
お
り
①
か
ら
④
の

日
程
で
行
わ
れ
ま
す
。

●
と
き
・
と
こ
ろ　

①
６
月

30
日
（
火
）・
庄
内
公
民
館

（
飯
塚
市
有
安
８
３
０
番
地

３
）、
②
７
月
31
日
（
金
）・

福
岡
西
総
合
庁
舎
（
福
岡

市
中
央
区
赤
坂
一
丁
目
８

番
８
号
）、
③
８
月
30
日

（
日
）・
筑
後
農
林
事
務
所

（
筑
後
市
大
字
和
泉
６
０
６

番
地
１
）、
④
１
月
17
日

（
日
）・
八
幡
総
合
庁
舎
（
八

幡
西
区
則
松
三
丁
目
７
番

１
号
）

●
申
込
期
限　
　
　
　
　
　

▽
①
＝
６
月
22
日
（
月
）

▽
②
＝
７
月
21
日
（
火
）

▽
③
＝
８
月
20
日
（
木
）

▽
④
＝
１
月
７
日
（
木
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

申
し
込
み
方
法
や
試
験
時

間
な
ど
詳
し
い
こ
と
は
、

飯
塚
農
林
事
務
所
農
山
村

振
興
課
☎
（
０
９
４
８
）

２
１
局
４
９
５
３
番
ま
で

求
む
。
平
和
を
愛
す
る
人

自
衛
官
採
用
案
内

自
衛
隊
飯
塚
地
域
事
務
所

で
は
、
１
年
を
通
し
て
自
衛

官
候
補
生
（
男
子
）
採
用
試

験
の
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

試
験
日
や
採
用
予
定
月
な
ど

詳
し
い
こ
と
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

●
募
集
種
目　

自
衛
官
候
補

生
（
男
子
）

●
受
験
資
格　

採
用
予
定
月

の
１
日
現
在
で
18
歳
以
上

27
歳
未
満
の
人

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

自
衛
隊
飯
塚
地
域
事
務
所

☎
（
０
９
４
８
）
２
２
局

４
８
４
７
番
ま
で

お
風
呂
は
お
休
み
で
す

く
ら
じ
の
郷
の
休
館
日

く
ら
じ
の
郷
の
福
祉
棟（
お

風
呂
）
と
勤
労
者
ふ
れ
あ
い

棟
（
体
育
館
）
の
６
月
の
休

館
日
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

●
休
館
日　

１
日
（
月
）、
８

日
（
月
）、
15
日
（
月
）、

21
日
（
日
）、
22
日
（
月
）、

29
日
（
月
）
で
す

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

７
月
12
日
は

農
業
委
員
会
委
員
選
挙

任
期
満
了
に
伴
う
鞍
手
町

農
業
委
員
会
委
員
一
般
選
挙

を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

選
挙
権
が
あ
る
人
は
、
平
成

27
年
１
月
１
日
現
在
で
町
内

に
在
住
す
る
満
20
歳
以
上
の

農
業
関
係
者
で
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
人
で
す
（
今
年

の
３
月
31
日
現
在
で
選
挙
人

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人

は
六
百
二
十
三
人
で
す
）。
投

票
場
へ
の
入
場
券
は
７
月
７

日
以
降
に
郵
送
し
ま
す
。

2015.６−20

お
知

ら
せ

募
集

乳
幼
児
医
療
の

申
請
手
続
が

始
ま
り
ま
す

更新・申請の手続きを同時に受付できます

町では子育て支援の一環として、子育て世帯にお
ける医療費の負担軽減を図るため、平成 27 年 10 月
１日から乳幼児医療の助成を拡大します。

医療証の交付対象となるお子さんについては資格
認定の申請が必要となりますので、次のとおり申請
書を送付します。
● 医療証の交付対象　０歳から小学６年生までの子

ども（生活保護受給者を除く）
● 申請書の送付方法　▷未就学児＝６月末日以降に

郵送▷小学生＝６月末日以降に小学校で配布
● 受付期間　７月１日（水）から８月28日（金）まで（土・

日・祝日を除く）。時間は午前８時 30 分から午後５
時 15 分まで。ただし、木曜日は午後７時まで

● ところ　役場保険健康課公費医療係

重度障害者医療、ひとり親家庭等医療について、現
在使用している医療証の更新が近づいています。詳し
い更新手続きの期間は来月の広報でお知らせします。

手続内容
受付期間

７月 ８月上旬 中旬 下旬
重度障害者医療更新 ○ ○ ○

ひとり親家庭等医療更新 ○
乳幼児医療申請 ○ ○ ○ ○

※８月以降は全ての更新・申請を同時に受付できますので、
ご利用ください

● 問い合わせ　役場保険健康課公費医療係まで

手続きに必要な申請書を送付します



●
立
候
補
届
出
書
類
の
交
付

▽
と
き
＝
６
月
19
日
（
金
）

か
ら
。
時
間
は
午
前
９
時

か
ら
午
後
５
時
ま
で
▽
と

こ
ろ
＝
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
室
（
役
場
玄
関
に
向

か
っ
て
右
側
、
役
場
と
は

別
棟
で
す
）

●
立
候
補
届
出
書
類
予
備
審
査

▽
と
き
＝
６
月
29
日（
月
）、

30
日
（
火
）。
時
間
は
午
前

９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

▽
と
こ
ろ
＝
選
挙
管
理
委

員
会
事
務
室

●
立
候
補
の
届
出　

▽
と
き

＝
７
月
７
日
（
火
）
午
前

８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

ま
で
▽
と
こ
ろ
＝
選
挙
管

理
委
員
会
事
務
室

●
投
票　

▽
と
き
＝
７
月
12

日
（
日
）
午
前
７
時
か
ら

午
後
６
時
ま
で
▽
と
こ
ろ
＝

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

●
期
日
前
投
票　

▽
と
き
＝

７
月
８
日
（
水
）
か
ら
11

日
（
土
）
ま
で
。
時
間
は

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後

８
時
ま
で
▽
と
こ
ろ
＝
選

挙
管
理
委
員
会
事
務
室

●
問
い
合
わ
せ　

鞍
手
町
選

挙
管
理
委
員
会
（
役
場
税

務
住
民
課
住
民
係
）
ま
で

６
月
定
例
町
議
会
を

傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か

鞍
手
町
議
会
６
月
定
例
会

を
開
会
し
ま
す
。一
般
質
問
と

議
案
質
疑
の
日
程
（
予
定
）
は

次
の
と
お
り
で
す
。

●
一
般
質
問　

６
月
８
日

（
月
）、
９
日
（
火
）
開
会

時
間
は
午
後
１
時
。
た
だ

し
、
一
般
質
問
が
８
日
で

終
了
す
れ
ば
９
日
は
休
会

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
一

般
質
問
は
手
話
通
訳
に
よ

る
傍
聴
が
で
き
ま
す
。
手

話
通
訳
の
申
し
込
み
に
つ

い
て
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ま
た
は
議
会
事
務
局
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

●
議
案
質
疑　

６
月
10
日

（
水
）
開
会
時
間
は
午
後

１
時

●
問
い
合
わ
せ　

鞍
手
町
議

会
事
務
局
（
役
場
内
）
ま
で

第
十
回
特
別
弔
慰
金

支
給
の
お
知
ら
せ

戦
後
70
周
年
に
当
た
り
、戦

没
者
等
の
尊
い
犠
牲
に
国
と

し
て
改
め
て
弔
慰
の
意
を
表

す
る
た
め
、戦
没
者
等
の
遺
族

に
特
別
弔
慰
金
（
記
名
国
債
）

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
支
給
対
象
者　

平
成
27
年

４
月
１
日
（
基
準
日
）
に

お
い
て
、「
恩
給
法
に
よ
る

公
務
扶
助
料
」
や
「
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護

法
に
よ
る
遺
族
年
金
」
等

を
受
け
る
人
（
戦
没
者
等

の
妻
や
父
母
等
）
が
い
な

い
場
合
に
、
次
の
順
番
に

よ
る
先
順
位
の
遺
族
一
人

に
支
給
。
①
平
成
27
年
４

月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者

戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に

よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を

取
得
し
た
人
②
戦
没
者
等

の
子
③
戦
没
者
等
の「（
１
）

父
母
」「（
２
）
孫
」「（
３
）

祖
父
母
」「（
４
）兄
弟
姉
妹
」

④
そ
の
ほ
か
の
戦
没
者
等

の
三
親
等
以
内
の
親
族　

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま

で
引
き
続
き
１
年
以
上
の

生
計
関
係
を
有
し
て
い
た

人
に
限
り
ま
す

●
支
給
内
容　

額
面
25
万
円
、

５
年
償
還
の
記
名
国
債

●
請
求
期
限　

平
成
30
年
４

月
２
日

●
請
求
窓
口
・
問
い
合
わ
せ

役
場
福
祉
人
権
課
福
祉
係

ま
で

農
家
の
皆
さ
ん

ト
ラ
ク
タ
ー
の
土
は

落
と
し
て
く
だ
さ
い

農
家
の
皆
さ

ん
、
農
作
業
で

利
用
し
た
ト
ラ

ク
タ
ー
な
ど
の

土
は
十
分
に
落
と
し
て
い
ま

す
か
。
タ
イ
ヤ
に
付
着
し
た

土
が
道
路
を
汚
し
て
い
る
と

い
う
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。
泥
を
で
き
る
だ
け
落

と
し
て
か
ら
道
路
に
出
ら
れ

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
農
政

環
境
課
農
業
振
興
係
ま
で

くらしの情報

21−2015.６

鞍手町の
行財政改革について
あなたの意見を
お聞かせください

町では、人口減少、財政危機と言える状況を乗り
越えるため、現在第５次行財政改革（期間：平成 23
～ 27 年度）に精力的に取り組み、様々な改革・改善
を実施していますが、町が提供する事業やサービス
の内容、実施方法、実施体制などは絶えず改革・改
善していかなければいけません。このため、第５次
行財政改革の評価と第６次行財政改革プランの審議
及び進捗評価を行うためのメンバー（委員）を次の
とおり募集します。
● 仕事内容　第５次行財政改革の評価と第６次行財

政改革プランの審議及び進捗評価（平成 27 年度は、
５回程度の会議に出席し評価・審議します。平成
28 年度以降は、年１回程度の会議に出席し評価し
ます）

● 任期　委嘱の日（第１回会議開催日）から２年間
● 手当　１回の会議出席につき 4,500 円（交通費は別

途支給）
● 募集人員　２人
● 応募資格　町内に住民票がある 20 歳以上の人で行

財政の改革・改善について前向きな意見を出せる人
● 応募期限　６月 26 日（金）午後５時　※郵送の場

合は必着
● 応募方法　①役場で配布する応募用紙に記入し、

FAX または郵送で提出②町ホームページから直接
応募③町ホームページから応募用紙をダウンロー
ドし、メールまたは FAX で提出

● 応募・問い合わせ　役場政策推進課政策係まで

鞍手町行財政改革推進委員会委員を募集します

セレモニー・ホール

鞍心館
◆信頼・・・３５年以上のの経験！
◆真心・・・心のこもったお葬儀を！
◆安心・・・無理のないプランを！あん　　しん　　かん

鞍手町小牧2084-1（旧ダイヤブック）

（有）花六葬儀社
問合せ先

鞍手町大字中山3024-42（昭和通り）

0 1 2 0 - 4 1 - 8 7 6 9

※入会金（1万円）のみの
　　　　　　『鞍心会員』募集中！！

セレモニー・ホール

鞍心館
◆信頼・・・３５年以上のの経験！
◆真心・・・心のこもったお葬儀を！
◆安心・・・無理のないプランを！あん　　しん　　かん

鞍手町小牧2084-1（旧ダイヤブック）

（有）花六葬儀社
問合せ先

鞍手町大字中山3024-42（昭和通り）

0 1 2 0 - 4 1 - 8 7 6 9

※入会金（1万円）のみの
　　　　　　『鞍心会員』募集中！！



国
民
健
康
保
険
か
ら

社
会
保
険
へ
加
入

14
日
以
内
に
必
ず
届
出
を

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
世
帯
の
全
員
、
ま
た

は
そ
の
一
部
の
人
に
異
動
が

あ
っ
た
場
合
、
14
日
以
内
に

役
場
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
を
忘
れ
た
り
、
遅
れ

た
り
す
る
と
後
で
医
療
費
を

返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
国
保
年
金
係
ま
で

国
保
の
高
齢
受
給
者
証
を

交
付
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

で
70
歳
を
迎
え
た
人
（
昭
和

20
年
６
月
２
日
か
ら
７
月
１

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）
に

国
民
健
康
保
険
の
高
齢
受
給

者
証
を
次
の
と
お
り
交
付
し

ま
す
。
な
お
、
高
齢
受
給
者

証
が
利
用
で
き
る
の
は
70
歳

の
誕
生
日
の
翌
月
（
１
日
が

誕
生
日
の
人
は
そ
の
月
）
か

ら
で
す
。

●
交
付
す
る
日　

６
月
24
日

（
水
）
午
前
９
時
か
ら

●
と
こ
ろ　

役
場
保
険
健
康

課
国
保
年
金
係
窓
口

●
必
要
な
も
の　

国
民
健
康

保
険
証
、
印
か
ん

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
国
保
年
金
係
ま
で

国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

入
院
す
る
と
き
や

高
額
な
外
来
診
療
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払

い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

と
な
る
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」・「
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」
は
、
外

来
診
療
で
も
使
え
ま
す
。
も

し
、
入
院
や
高
額
な
外
来
診

療
が
決
ま
っ
た
と
き
は
、
早

め
に
交
付
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
各
認
定

証
は
国
民
健
康
保
険
税
の
納

め
忘
れ
が
あ
る
場
合
に
は
交

付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
保
険

税
は
必
ず
納
期
限
内
に
納
め

ま
し
ょ
う
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
国
保
年
金
係
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

印

か
ん
・
国
民
健
康
保
険
証
・

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

で
、
過
去
一
年
間
に
90
日

を
超
え
る
入
院
が
あ
っ
た

人
は
、
入
院
期
間
が
確
認

で
き
る
書
類（
領
収
書
な
ど
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
国
保
年
金
係
ま
で

75
歳
に
な
る
前
に

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
で
き
ま
す

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
65

歳
以
上
74
歳
以
下
の
人
は
、

申
請
す
る
と
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
で
き
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
に
な
る
か
な
ら
な
い

か
に
よ
り
、
加
入
す
る
医
療

保
険
、
保
険
料
、
一
部
負
担

割
合
な
ど
が
異
な
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

後
期
高
齢
者
医
療
の

保
険
証
を
送
付
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
は
、
75

歳
以
上
の
人
が
対
象
と
な
る

医
療
保
険
制
度
で
す
。
75
歳

の
誕
生
日
以
降
は
、
現
在
加

入
し
て
い
る
医
療
保
険
に
か

か
わ
ら
ず
、
後
期
高
齢
者
医

療
へ
加
入
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
７
月
に
75
歳
を
迎
え

る
人
（
昭
和
15
年
７
月
１
日

か
ら
７
月
31
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
）
に
は
、
６
月
中
旬

に
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証

を
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

　

くらしの情報

のおがた警察署だより

町内の
交通事故
発生状況

【４月中】 【累　計】
件 数 5 件（－11） 件 数 30 件（＋12）

死 者 00 人（±10） 死 者 221 人（±10）

傷 者 7 人（－13） 傷 者 39 人（＋ 1）

直方警察署管内での犯罪発生状況
【４月中】 【累　計】

刑法犯総数 113 件（－ 6） 刑法犯総数 413 件（＋ 49）

車上ねらい 10 件（＋ 1） 車上ねらい 50 件（＋ 6）

自転車盗難 0 7 件（－ 9） 自転車盗難 42 件（＋ 2）

空き巣 0 8 件（＋ 3） 空き巣 19 件（－ 1）

2015.６−22

　

休日の夜間の体調不良は
急患センターへ

● 問い合わせ　直鞍急患センター
☎２８局２８４０番まで

診療日 診療科目
土曜・日曜・祝日

午後６時から11時まで
小児科
内　科

第２、第４日曜
午前９時から午後６時まで 小児科

楽
し
い

お
話
い
っ
ぱ
い

聞
け
る
よ

いろりばたでむかし、むかし…。
６月は博物館で昔話のお話会をし
ます。
● とき　６月 13 日（土）午前 10

時から
● ところ　歴史民俗博物館
● 問い合わせ　歴史民俗博物館ま

で

い
ろ
り
ば
た

お
話
の
会

● とき　６月 10 日（水）
午前 10 時から午後４
時まで（受付は午後３
時まで）

● ところ　ハピネスなかま
（中間市通谷）

● 問い合わせ　福岡県交通事故相談所
　☎（０９２）６４３局３１６８番まで

巡回
交通事故

相談

休日
　在宅医
診療時間は、午前９時から午後５時までで
す。休日在宅医は、変更になることもあり
ますので、事前に電話でご確認ください。

●６月 14 日（日）梅谷外科医院（中本町）
☎４２局３３７７番

●６月 21 日（日）鞍手クリニック（古門）
☎４３局３０３０番

生活安全課からのお知らせ

お住まいの地区の犯罪発生状況は、
県警のホームページに校区別の詳しい
犯罪発生状況などがご覧になれます。

福岡県警察 検索

直方警察署の最新情報はこちらから

http://www.police.pref.fukuoka.jp/
直方警察署　☎２２局０１１０番まで

ふりこません兵衛

電話で「お金を要求」は
ニセ電話詐欺！

緊急警戒



介
護
保
険
証
を

交
付
し
ま
す

７
月
に
65
歳
を
迎
え
る
人

（
昭
和
25
年
７
月
２
日
か
ら
８

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）

に
介
護
保
険
証
を
次
の
と
お

り
交
付
し
ま
す
。
将
来
介
護

が
必
要
に
な
っ
た
と
き
や
介

護
認
定
の
申
請
の
と
き
に
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

●
交
付
す
る
日　

６
月
24
日

（
水
）、
25
日
（
木
）
の
午

前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５

時
15
分
ま
で
（
木
曜
日
は

午
後
７
時
ま
で
）

●
と
こ
ろ　

役
場
福
祉
人
権

課
高
齢
者
支
援
係
窓
口

●
必
要
な
も
の　

交
付
案
内

の
通
知
は
が
き
、
印
か
ん

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉

人
権
課
高
齢
者
支
援
係
ま
で

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

入
院
す
る
と
き
や

高
額
な
外
来
診
療
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
人
で
、
世
帯

員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の

場
合
、
入
院
し
た
と
き
の
食

事
代
や
入
院
、
外
来
で
の
窓

口
負
担
額
が
自
己
負
担
限
度

額
ま
で
で
済
む
限
度
額
適
用

認
定
証
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
を
発
行
し
ま
す
。
こ

の
認
定
証
は
、
申
請
し
た
月

の
１
日
か
ら
し
か
使
え
ま
せ

ん
の
で
、
入
院
ま
た
は
高
額

な
外
来
診
療
が
決
ま
っ
た
と

き
は
前
も
っ
て
手
続
き
を
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
す
で

に
認
定
証
を
お
持
ち
の
人
は
、

記
載
さ
れ
て
い
る
有
効
期
限

ま
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
公
費
医
療
係
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
証
、
印
か
ん
、
過
去
１

年
間
に
90
日
を
超
え
る
入

院
が
あ
っ
た
人
は
入
院
期

間
が
確
認
で
き
る
書
類（
領

収
証
な
ど
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

オ
ス
ト
メ
イ
ト
の
た
め
の

医
療
講
演
会

日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会
福

岡
県
支
部
筑
豊
分
会
で
は
、社

会
適
応
訓
練
の
た
め
、人
工
肛

門
、人
工
膀
胱
を
持
つ
人
と
そ

の
家
族
な
ど
を
対
象
に
講
演

会
を
行
い
ま
す
。

●
と
き　

７
月
５
日
（
日
）

午
後
１
時
か
ら
４
時
ま
で

●
と
こ
ろ　

田
川
市
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー
（
田
川
市
伊

田
２
７
３
５
番
地
１
３
）

●
内
容　

ス
ト
ー
マ
装
具
の

ア
レ
コ
レ

●
問
い
合
わ
せ　

日
本
オ
ス

ト
ミ
ー
協
会
福
岡
県
支
部

筑
豊
分
会
☎
（
０
９
０
）

３
０
７
５
局
９
５
３
５
番

ま
で

ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
林
の

整
備
に
お
困
り
の
と
き
は

荒
廃
森
林
再
生
事
業
を
　

ご
活
用
く
だ
さ
い

福
岡
県
で
は
、
荒
廃
し
た

森
林
を
再
生
し
、
健
全
な
状

態
で
次
世
代
へ
引
き
継
ぐ
た

め
、
森
林
環
境
税
を
活
用
し

て
、
市
町
村
が
事
業
主
体
と

な
り
、
森
林
の
整
備
な
ど
を

行
う
荒
廃
森
林
再
生
事
業
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
所
有

さ
れ
て
い
る
町
内
の
ス
ギ
・

ヒ
ノ
キ
林
を
長
期
間
手
入
れ

出
来
ず
お
困
り
の
と
き
は
、

役
場
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
整
備
内
容　

間
伐
、
枝
落

し
、
除
伐
な
ど

●
実
施
主
体　

町
か
ら
請
け

負
っ
た
事
業
者
が
行
い
ま
す

●
整
備
費
用　

町
が
負
担（
所

有
者
の
費
用
負
担
は
あ
り

ま
せ
ん
）

●
相
談
・
問
い
合
わ
せ　

役

場
農
政
環
境
課
農
業
振
興

係
ま
で

鞍
手
町
人
権
教
育
学
級

開
設
の
お
知
ら
せ

町
で
は
次
の
と
お
り
、２
０

１
５
年
度
鞍
手
町
人
権
教
育

学
級
を
開
設
し
ま
す
。こ
の
機

会
に
、さ
ま
ざ
ま
な
人
権
課
題

や
各
分
野
で
の
取
組
に
つ
い

て
学
習
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
と
き
・
内
容　

▽
６
月
４

日
（
木
）
＝
人
権
・
同
和

問
題
に
対
す
る
科
学
的
認

識
▽
６
月
11
日
（
木
）
＝

ス
マ
ホ
時
代
の
子
ど
も
た

ち
の
現
状
と
対
策　

※
時

間
は
い
ず
れ
も
午
後
３
時

か
ら

●
と
こ
ろ　

中
央
公
民
館

●
問
い
合
わ
せ　

教
育
課
生

涯
学
習
係
ま
で

都
市
計
画

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を

見
直
し
ま
す

町
で
は
今
か
ら
15
年
前
の

平
成
12
年
３
月
に
都
市
計
画

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
都
市
マ

ス
）を
策
定
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
人
や
モ
ノ
の
動
き
、土
地
利

用
の
あ
り
方
、公
共
施
設
な
ど

の
整
備
に
つ
い
て
、こ
れ
か
ら

の
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針

を
定
め
た
も
の
で
す
。

し
か
し
、
鞍
手
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
や
北
九
鞍
手
夢
大

橋
の
供
用
開
始
、少
子
高
齢
化

や
人
口
減
少
の
問
題
な
ど
鞍

手
町
を
取
り
巻
く
環
境
は
都

市
マ
ス
策
定
当
時
と
大
き
く

変
わ
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
今
年
度
、都
市
マ
ス

の
改
訂
を
行
い
、現
在
の
町
に

あ
っ
た
基
本
方
針
に
見
直
し

ま
す
。都
市
マ
ス
の
見
直
し
に

あ
た
っ
て
は
、昨
年
度
末
に
町

民
千
人
を
対
象
に
住
民
ア
ン

ケ
ー
ト
も
行
い
ま
し
た
。

今
後
都
市
マ
ス
の
見
直
し

に
つ
い
て
、広
報
お
よ
び
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
も
随
時
報

告
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
地
域

振
興
課
ま
ち
づ
く
り
係
ま
で

次
の
方
々
か
ら
寄
附
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
（
か
っ

こ
内
は
故
人
。故
人
敬
称
略
）。

●
社
会
福
祉
協
議
会
へ
【
香
典

返
し
】

▽
坂
井
ツ
ル
ヨ
様
＝
い
牟
田

（
弘
行
）

▽
田
中
三
千
代
様
＝
小
牧（
入

江
文
子
）

●
く
ら
て
病
院
へ【
香
典
返
し
】

▽
秋
竹
セ
ツ
子
様
＝
中
山
本
村

（
勲
）

くらしの情報

23−2015.６

愛の
贈
り
も
の

６月 14 日、町立保育所の地域子育て支援
行事が行われます。今年は「劇団ぱれっと」
の人形劇です。楽しい歌や手遊びもあります
よ。親子で楽しいひとときを過ごしてみませ
んか。
●とき　６月 14 日（日）午前 10 時から 
●ところ　くらじの郷（勤労者ふれあい棟）
●入場料　無料（保護者が同伴してください）
●問い合わせ　剣第一保育所☎４２局０３０

１番、西川第一保育所☎４２局０２７８番、
古月保育所☎４２局０２７７番まで

『さるかに合戦』
のあらすじ

カニ吉のお父さんとさる
どんは、おにぎりと柿の
種を取り替えます。カニ
吉は「毎日水やりをすれ
ば、大きな木になって美
味しい柿の実が沢山なる
ぞ」とお父さんに言われ、
一生懸命水やりをしま
す。美味しそうな実が沢
山なると、さるどんがやっ
てきて…。

地域子育て支援行事
劇団ぱれっとの人形劇

人形劇『さるかに合戦』をお楽しみください



広報くらて 印刷●社会福祉法人  福岡コロニー

● 町の人口・４月の人の動き

平成 27 年６月号  No.666

・人口　16,827 人
・男性　 7,987 人
・女性　 8,840 人
・世帯数  7,594 世帯

（平成 27 年４月 30 日現在）

・出生  8 人
・死亡  21 人
・転入  52 人
・転出    73 人

FUKUOKA

KURATE  TOWN

編集●広報くらて編集委員会
発行●鞍手町

福岡管区気象台からのお知らせ元気が出る

献立 食進会おススメのメニューです

■鞍手町役場
　〒807－1392  福岡県鞍手郡鞍手町大字中山3705番地
　電話（0949）42 局 2111番／ファックス（0949）42 局 5693番
■鞍手町ホームページアドレス
　パソコンから　http://www.town.kurate.lg.jp
　携帯電話から　http://www.town.kurate.lg.jp/mobile
■鞍手町フェイスブックアドレス
　パソコン・携帯電話から　http://ja-jp.facebook.com/town.kurate

６月の行事カレンダー 
日 曜日 行事内容

1 月

2 火

3 水

4 木
１歳半、３歳児健診（福祉センター、13ページ参照）
補聴器相談（くらて病院：14時～17時、19ページ参照）
鞍手町人権教育学級（中央公民館：15時～、23ページ参照）

5 金 補聴器相談（役場：13時～14時、19ページ参照）

6 土

7 日

８ 月

９ 火

10 水 無料法律相談（くらじの郷：13時～16時、19ページ参照）

11 木
４か月健診（福祉センター、13ページ参照）
補聴器相談（役場：11時～12時、19ページ参照）
鞍手町人権教育学級（中央公民館：15時～、23ページ参照）

12 金

13 土 いろりばたお話の会（歴史民俗博物館：10時～、22ページ参照）

14 日 地域子育て支援行事（くらじの郷：10時～、23ページ参照）

15 月

16 火

17 水

18 木 補聴器相談（役場：13時～14時、19ページ参照）

19 金

20 土

21 日

22 月

23 火 補聴器相談（くらて病院：14時～16時 30分、19ページ参照）

24 水
乳幼児相談（福祉センター、13ページ参照）
補聴器相談（役場：13時～14時、19ページ参照）
国保高齢受給者証交付（役場：９時～、22ページ参照）
介護保険証交付（役場：８時30分～17時 15分、23ページ参照）

25 木

７か月、12か月健診（福祉センター、13ページ参照）
町県民税（第１期）、国民健康保険税（第１期）納期限（19ページ参照）
補聴器相談（くらて病院：14時～17時、19ページ参照）
心配ごと相談（くらじの郷：13時～15時、19ページ参照）
介護保険証交付（役場：８時30分～19時、23ページ参照）

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

　

【ピーマンの白和え】　１人当たりの栄養価　127kcal

■材料（６人分）
メカジキ（６切れ）、【作り方①で使用する調味料…塩（小
さじ 1/3）、こしょう（少量）】、小麦粉（適宜）、ほうれ
ん草（240g）、玉ねぎ（150g）、サラダ油（大さじ２）、
塩（小さじ（1/2）、こしょう（少量）、牛乳（300cc）、
ピザ用チーズ（60g）

■材料（６人分）
絹ごし豆腐（1.5 丁）、ピーマン（300g）、にんじん（90g）、
ごま油（大さじ２）、【A調味料…砂糖（大さじ２）、みり
ん（大さじ１）、塩（小さじ１）】

■作り方
① メカジキは塩とこしょうをふってしばらくおき、小麦

粉を薄くまぶしつける。
② ほうれん草は茹で、冷水にとって冷まし、水けを絞っ

て２cm の長さに切る。玉ねぎは薄切りにする。
③ フライパンに半量の油を熱し、メカジキを入れて中火

でこんがりと焼き色がつくまで焼き、裏返して中に火
が通るまで焼く。器に盛る。

④ ③のフライパンに残りの油を熱し、玉ねぎを入れてし
んなりとなるまで炒める。ほう
れん草を加え、さっと炒めあわ
せて塩とこしょうをふり、全体
に油がまわったら牛乳を加えて
煮立てる。

⑤ チーズを加え混ぜ、チーズがと
ろけたらメカジキにかける。

■作り方
① 豆腐は半分に切り、まな板などに並べる。重石をして

３時間ほど置き、重量が約半分ほどになるまでしっか
りと水きりにする。

② ピーマンはへたと種を除き、にんじんとともに細切りに
する。

③ フライパンにごま油を中火で熱し、②を炒める。しん
なりとなったらとりだして冷ま
す。

④ ボウルに①をくずしながら入
れ、泡だて器でなめらかにする。
Aの調味料を加えて混ぜ合わせ
たら、③を加えてあえ、器に盛
る。

テーマ
「野菜を食べよう�」

１人当たりの栄養価　238kcal

【メカジキのムニエル　ほうれん草チーズかけ】　


